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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的組織に器具を押し付けつつ、前記器具の両端を手で往復移動させることによって、
患者の体内の曲がった通路の周辺から前記標的組織を除去するための柔軟性を有する組織
改善器具であって、前記器具が、
　軸の長さ、幅及び厚さを有する柔軟な細長い本体であって、前記軸の長さが前記幅より
も長く、前記幅が前記厚さよりも長い細長い本体を具えており；
　前記本体が、前記軸方向に延びて端部が一緒に結合したワイヤで形成された２つの平行
な側部を有しており；
　複数の切断面が、前記器具の前記幅にわたって前記２つの側部間を延びており、
　各切断面が、ワイヤの前記２つの平行な側部に取り付けられていることを特徴とする器
具。
【請求項２】
　さらに、下部結合面及び上部結合面を具えており、
　前記上部及び下部結合面のそれぞれが、前記２つの側部間を延びており、メッシュを具
えることを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　さらに、ワイヤで形成される前記側部に取り付けられて組織収集部を形成するメッシュ
を具えることを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項４】



(2) JP 5213138 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　前記ワイヤで形成される側部が、２つの平行なワイヤを具えることを特徴とする請求項
１に記載の器具。
【請求項５】
　前記細長い本体が、厚さよりも長い幅を有するリボン状であることを特徴とする請求項
１に記載の器具。
【請求項６】
　さらに、前記器具の遠位端にガイドワイヤカプラを具えることを特徴とする請求項１に
記載の器具。
【請求項７】
　さらに、前記器具の近位端にハンドル又はハンドル取り付け部を具えることを特徴とす
る請求項１に記載の器具。
【請求項８】
　さらに、前記柔軟な細長い本体の長さ方向に沿って延びる少なくとも１の保護用のガー
ド面を具えることを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項９】
　さらに、隣接する切断面間に隙間を具えることを特徴とする請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　各切断面が、前記切断面から突出する１又はそれ以上の切断エッジを具えることを特徴
とする請求項１に記載の器具。
【請求項１１】
　隣接する切断面の前記切断エッジが、互いに軸に対してオフセットしていることを特徴
とする請求項１０に記載の器具。
【請求項１２】
　さらに、組織収集部を具えることを特徴とする請求項１に記載の器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００６年１２月７日に出願され「Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒｅ
ｍｏｖａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題される米国仮特許出願番号
第６０／８６９，０７０号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００６年５月４日に出願され、参照することによりその全体が本書に盛り
込まれた「Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒａｓｐ」と題される米国特許出願番号第
１１／４２９，３７７号に記載された様々な概念に関する。また、本出願は、２００５年
１０月１５日に出願され、参照することによりその全体が本書に盛り込まれた「Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｒ
ｅｍｏｖａｌ　ｏｆ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題されるＰＣＴ特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００
５／０３７１３６号に記載された概念に関する。
【０００３】
　本発明は、概略的に、医療／外科用器具及び方法に関する。特に、本発明は、柔軟な組
織修正器具及び方法に関する。
【０００４】
　相当な数の外科的処置が、組織の除去、切断、削り取り、研磨、縮小、切除又はそうで
なければ修正といった、患者の体内の組織を修正することを有している。低侵襲的（又は
「ほとんど侵襲的ではない」）手術が、多くの場合、１又はそれ以上の小さな切開又は経
皮的なアクセスを通した組織の修正を有しており、これにより、より専門的に能力が試さ
れる処置となっている。低侵襲的な組織修正処置の取り組みのいくつかは、より小さな実
働領域で作業し、より小さな器具を用いて作業すること、及び修正される組織（又は複数
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の組織）を直に視ることが可能な部分を減らすか全くない状態で操作しようとすることを
含む。例えば、膝又は肩といった関節を修復するための関節鏡視下の手術法を用いる場合
、所望の大きさの小さな関節鏡器具を要する、関節の手術する空間が限定されている、手
術する空間を直接視にくい等により、特定の組織を修正して所望の結果を達成するのに非
常に能力が試される。例えば、現在可能な低侵襲的器具又は方法で骨又は靱帯組織を切断
又は形成するためのある外科的な処置では特に能力が試される。例えば、切除される面を
全く視られない又はほとんど視られない限られた空間で小径の器具を用いることによって
湾曲した骨表面から一切れの骨を削り取ろうとすることは、途方もなく能力が試されるも
のであり、又は現在利用できるな器具を使用することが不可能な場合もある。
【０００５】
　低侵襲的な方法の発達の利益を享受しそうな外科手術の分野の一つは、脊髄の狭窄の治
療である。脊髄の狭窄は、神経組織及び／又は脊柱の中の神経組織に供給する血管が、そ
れらを圧迫する１又はそれ以上の構造によって衝突する場合に生じ、症状を引き起こす。
脊髄の狭窄の最も一般的な形態は、下部脊柱（又は腰椎）に生じ、深刻な痛み、痺れ及び
／又は腰及び／又は下肢の一方又は双方の機能の喪失の原因となる可能性がある。
【０００６】
　図１は、断面図で示された馬尾（脊髄の基部から延在する神経の束）を有する椎骨（脊
柱の骨の一つ）と、馬尾から分枝し脊髄中心管から出て椎骨の両側の椎間孔内を延在する
２つの神経根の概略的な平面図である。脊髄の狭窄は、脊髄、馬尾及び／又は神経根が、
黄色靭帯の座屈及び肥厚、肥大した面関節（図１に上関節窩の突起として示す）、椎骨上
の骨増殖体（又は「骨棘」）、脊柱すべり症（隣接する椎骨に対する１の椎骨の滑動）、
及び（面関節）滑液嚢胞、及び／又は椎間板の崩壊、突出、又はヘルニアといった、脊柱
の１又はそれ以上の組織に衝突する際に発生する。１又はそれ以上のこれらの組織による
脊柱の神経及び／又は神経血管組織の衝突は、患者の下肢及び／又は患者の背中の一方又
は双方における、痛み、痺れ及び／又は強度又は運動機能の喪失の原因となる。
【０００７】
　米国では、脊髄の狭窄は５０歳以上の大人の４％から６％（又はそれ以上）に発生し、
これは、６０歳以上の患者にとって前述の腰部の手術の最もよくある理由である。脊髄の
狭窄に苦しむ患者は、一般にまず、運動療法、鎮痛剤、抗炎症薬療法、及び硬膜外ステロ
イド注射といった旧式な方法で治療される。これらの旧式な治療オプションが役に立たず
症状が深刻な場合、多くの場合このようなケースでは、外科手術が、衝突している組織を
除去し及び衝突している神経組織を減圧することを要する可能性がある。
【０００８】
　腰部の脊髄の狭窄の外科手術は、まず背中を切開し筋肉を剥ぎ取り脊柱から離れた構造
を支持して、脊柱の後面を露出させる。そして、脊柱管の後部を覆っている骨弓（ラミナ
）を完全に又は部分的に除去することによって（椎弓切除又は椎弓切除）、分厚い黄色靱
帯を露出させる。さらに、このような外科手術は、多くの場合、部分的又は完全な脊柱関
節突起切除（１又はそれ以上の面関節の全て又は部分の切除）を有しており、衝突した黄
色靱帯又は骨組織を除去する。脊髄の狭窄手術は全身麻酔の下で行われ、患者は通常、手
術のために５乃至７日間入院する。多くの患者は、１人で生活していくのに十分な運動機
能を取り戻すのに、リハビリテーション施設で延長的な治療を必要とする。
【０００９】
　椎弓切除術及び脊柱関節突起切除術により生じる椎骨の除去は、非常に不安定な脊柱の
病変部を残し、患者の椎骨にさらに損傷を与え、かつ患者の動作能力を制限する極めて侵
襲的なさらなる固定処置を必要とする。残念なことに、外科的な脊柱固定は、背骨の固定
された部分の動作能力を低下させ、患者の動作範囲を減少させ、隣接する椎骨部分の椎間
板や面関節を圧迫する。隣接する椎骨へのこのような圧迫は、多くの場合、脊柱のさらな
る機能障害、腰痛、下肢の衰弱又は痛み、及び／又は他の症状をもたらす。さらに、現状
の外科的な方法を用いると、脊柱に十分に近付いて椎弓切除、脊柱関節突起切除、及び脊
柱固定を実施すると、背中の大きな切開を通して調べることを要して広範囲に及ぶ筋肉の
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ダメージをもたらし、著しい術後の痛み及び長期にわたるリハビリテーションにつながる
。このため、椎弓切除、脊柱関節突起切除、椎間板切除、及び脊柱固定はしばしば、短時
間で神経及び神経血管の衝突の症状を改善する一方、これらの処置は、非常に侵襲的であ
り、脊柱の機能を低下させ、通常の解剖学的構造を大幅に崩壊させ、前述したような治療
をしていない患者に見られる程度の長期の病的状態を増やす。
【００１０】
　したがって、脊柱の中の標的組織を修正して脊髄の狭窄を改善又は治療する一方、非標
的組織への望ましくないダメージを抑えるための侵襲的でない方法及び器具が望まれてい
る。理想的には、このような方法及び器具は、かなりの量の椎骨、関節、又は他の脊柱支
持構造を除去することなく神経及び／又は神経血管の衝突を減らし、これにより脊柱を固
定する必要がなく、理想的には、現在利用されている外科処置により生じる長期の病状の
程度を減らす。また、非標的組織を修正することなく、椎骨ではなく身体の一部の標的組
織を治療し得る低侵襲的又はほとんど侵襲的でない組織修正器具を有するのが有利である
。これらの目的の少なくともいくつかが、本発明により達成されるであろう。
【発明の概要】
【００１１】
　様々な実施例では、本発明に係る器具、システム及び方法が、低侵襲的又はほとんど侵
襲的でない患者の組織の修正を提供する。本願の目的として、「組織修正」という用語は
、除去、切断、削り取り、研磨（ａｂｒａｄｉｎｇ）、縮小、切除、粉砕、研磨（ｓａｎ
ｄｉｎｇ）、やすりがけ、輪郭削り、彫刻、溶解、加熱、冷却、乾燥、膨張、移動、組織
への薬剤又は他の物質の投与及び／又は組織への（ステントといった）埋め込み可能な器
具の送出といった、これらに限定されないいずれかのタイプの組織修正を有している。
【００１２】
　本発明の一形態では、患者の組織を修正するための器具が：硬い近位部と第１及び第２
の主要面を有する柔軟な遠位部とを有する細長い本体と；本体の近位部に結合した近位ハ
ンドルと；本体の遠位部の第１の主要面に沿って設けられた１又はそれ以上の組織修正部
材と；本体の遠位部から延びるよう結合可能なガイドワイヤと；患者の体外でガイドワイ
ヤに取り外し可能に結合し得る遠位ハンドルと；を具えている。ある実施例では、器具が
脊柱組織を修正するよう構成されており、当該器具が、患者の体内に入り、脊柱の椎間孔
を通る曲がった通路に沿って延びて患者の体外に出るよう構成されており、器具の細長い
本体の柔軟な遠位部の少なくとも一部が椎間孔の中に延びて、近位及び遠位ハンドルが患
者の体外にある。一実施例では、組織修正部材の高さが、脊柱の黄色靱帯の厚さよりも大
きい。代替的な実施例では、本器具が、脊柱の多くの他の組織の修正又は患者の体の他の
部分で使用するために構成されている。一実施例では、例えば、器具を使用して、正中神
経のダメージを防ぎつつ手根横靱帯を切開し、低侵略襲的な手根管解放処置を実施する。
膝、肩、肘、足、足首又は体の他の部分における他の組織を代替的な実施例で扱ってもよ
い。
【００１３】
　様々な代替的な実施例では、組織修正器具の組織修正部材が、第１の主要面に接着され
又はこれに形成される、１又はそれ以上の一方向の刃、二方向の刃、歯部、フック、返し
（ｂａｒｂ）、フック、Ｇｉｇｌｉソー（又は他のワイヤーソー）の一部、ワイヤ、メッ
シュ、織物材料、編物材料、網状材料、かんな、おろし金、隆起部、他の研磨面、他の研
磨材及び／又は送出可能な材料を有しているが、これらに限定されない。ある実施例は、
あるタイプの組織修正部材を有しているが、他の実施例は、異なる組織修正部材の組み合
わせを有している。ある実施例では、組織修正部材を第１の面に固定して取り付け又はそ
れに形成し、器具全体（又はその大部分）を前後に往復移動させることによって器具が動
作し、これにより組織修正部材が組織を修正する。代替的な実施例では、組織修正部材が
、第１の主要面に移動可能に取り付けられ又はそれに形成されており、さらに、器具が、
組織修正部材を動作すべく組織修正部材に結合されて近位ハンドルに延びるアクチュエー
タを具えている。
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【００１４】
　一実施例では、細長い本体が少なくとも部分的に中空であり、遠位部が近位部よりも薄
く、組織修正部材が、遠位部の第１の主要面に形成された刃部を具えている。ある実施例
では、ガイドワイヤが、ガイドワイヤの鋭い先端部を収容するための空洞を具えるガイド
ワイヤカプラを介して細長い本体の遠位部に取り外し可能に結合されており、ガイドワイ
ヤが、空洞の中に適合するための少なくとも１の鋭い先端部を具えている。
【００１５】
　ある実施例が、さらに、細長い本体の遠位部の部分の上に配置されて遠位部に滑らかな
エッジを与える材料を有している。例えば、このような材料は、ある実施例では、組織修
正部材が突出する１又はそれ以上の開口部を有する遠位部の上に設けられたポリマーのカ
バーを具えている。一実施例では、さらに、材料が、組織修正部材によって除去された組
織を収集するよう構成されている。ある実施例では、器具が細長い本体の中に形成され又
はそれに取り付けられた組織収集チャンバを具えている。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、患者の組織を修正するための器具が、細長い本体と、本体
の近位部に結合した近位ハンドルと、本体の中間部の第１の主要面に沿って設けられた１
又はそれ以上の組織修正部材と、患者の体外で本体の遠位部に取り外し可能に結合し得る
遠位ハンドルと、を具えている。ある実施例では、細長い本体が、硬い近位の部分と、柔
軟な遠位の部分と、近位及び遠位部間に位置して第１及び第２の主要面を有する中間の柔
軟な部分と、を有している。ある実施例では、器具が脊柱組織を修正するよう構成されて
おり、器具が、患者の体内に入り、脊柱の椎間孔を通る曲がった通路に沿って延びて患者
の体外に出るよう構成されており、器具の細長い本体の柔軟な中間部の少なくとも一部が
椎間孔の中に延びて、近位及び遠位ハンドルが患者の体外にある。
【００１７】
　ある実施例では、細長い本体の遠位部が本体の中間部に結合されたガイドワイヤを具え
ている。ある実施例では、細長い本体の少なくとも近位部及び中間部が、少なくとも部分
的に中空であり、これにより、少なくとも１の管腔を形成する。例えば、ある実施例では
、少なくとも１の管腔が吸引用管腔及び洗浄用管腔を具えている。任意に、有る実施例が
、管腔の中に摺動可能に配置され、器具の外に組織を除去するよう構成された少なくとも
１の組織輸送部材を有している。例えば、一実施例では組織輸送部材が、器具の組織修正
部材の下方に配置された組織収集部を具える１又はそれ以上の柔軟なワイヤを具えている
。このような組織収集部は、例えば、ワイヤの成形部分、ワイヤの接着コーティング、ワ
イヤの組織収集材料、ワイヤ自身を作るために使用する接着材料及び／又はこれらを有し
ている。代替的な実施例では、組織移送部材が、器具の組織修正部材の下方に配置された
組織接着材料の一片を具えている。他の代替的な実施例では、組織移送部材が、器具の組
織修正部材の下方に配置された取り外し可能な組織収集チャンバを具えている。代替的に
、組織輸送部材が、近位ハンドルに向けてシャフトを通して組織が通過し得る一方で、切
断した組織が器具の組織修正部材に向けて弁を通過するのを防止する、少なくとも１の一
方向弁を具えている。
【００１８】
　ある実施例では、細長い本体の少なくとも一部が、圧縮し得るよう十分に柔軟性を有し
ており、圧縮可能な部分を圧迫することによって組織が細長い本体を通って移動する。器
具のある実施例では、さらに、細長い本体に形成され又はそれに取り付けられた組織収集
チャンバを具えている。
【００１９】
　本発明の別の態様によれば、患者の組織を修正するためのキットが、組織修正器具と、
器具のガイドワイヤカプラに結合するよう構成されたガイドワイヤと、患者の体外でガイ
ドワイヤに取り外し可能に結合し得る遠位ハンドルと、を有している。この組織修正器具
は、近位端及び遠位端を有する硬いシャフトと、シャフトの遠位端から延びる柔軟な基板
と、シャフトの近位端又はその近くに結合された近位ハンドルと、基板の一方の面に沿っ
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て配置された１又はそれ以上の組織修正部材と、基板上に配置されたガイドワイヤカプラ
と、を有している。ある実施例では、組織修正器具及びガイドワイヤが結合されており、
患者の体内に入り、脊柱の椎間孔を通る曲がった通路に沿って延びて患者の体外に出るよ
うよ構成されており、柔軟な基板の少なくとも一部が椎間孔の中に延びて、近位及び遠位
ハンドルが患者の体外にある。
【００２０】
　また任意に、ある実施例は、患者の標的及び非標的組織間でガイドワイヤを通すための
少なくとも１のプローブを具えている。例えば、ある実施例では、プローブが針を具えて
いる。代替的な実施例では、プローブが、湾曲したカニューレ状のプローブを具えている
。いずれのケースでも、プローブは任意に、プローブを通すための柔軟なガイド部材を具
えており、このようなガイド部材が、それを通してガイドワイヤが通過し得るよう選択さ
れた内径を有している。
【００２１】
　ある実施例では、組織修正器具が、基板に結合され組織を収集するよう構成された組織
収集部材を具えている。さらに、このような実施例は任意に、収集した組織を器具を通し
て輸送するよう構成された組織輸送手段を具えている。
【００２２】
　本発明の別の態様では、非標的組織へのダメージを抑えつつ患者の標的組織を修正する
ための方法が：細長い組織修正器具の柔軟な遠位部を患者の体内に入れ、遠位部の遠位端
が患者の体外に出るように、標的及び非標的組織間の曲がった通路に沿って進めるステッ
プと；第１のハンドルを患者の体外で遠位部に結合させるステップと；第１のハンドルに
第１の張力を加えるステップと；器具の硬い近位部に結合された第２のハンドルに第２の
張力を加えるステップであって、第１及び第２の張力が、柔軟な遠位部に沿って配置され
た１又はそれ以上の組織修正部材を標的組織に押し付けるステップと；少なくともいくら
かの張力を保持しつつ、器具の少なくとも一部を前後に往復移動させることで、組織修正
部材が標的組織を修正するステップと；を有している。
【００２３】
　ある実施例では、遠位部を進めるステップが、患者の脊柱の椎間孔を通して進めるステ
ップを具えており、器具を往復移動させるステップが、黄色靱帯及び／又は骨を修正する
ステップを具えている。ある実施例では、遠位部を進めるステップが、患者の体内に経皮
的に進めるステップを具えている。ある実施例では、骨を除去せずに遠位部を患者の脊柱
の中に進めて、黄色靱帯の組織のみを修正する。さらに本方法は、任意に、第２のハンド
ルを操作することにより、硬い近位部が器具の柔軟な部分を導くステップを具えている。
【００２４】
　ある実施例では、柔軟な遠位部が、柔軟なガイドワイヤに結合された柔軟な基板を具え
ており、第１のハンドルを結合させるステップが、ガイドワイヤに結合させるステップを
具えており、遠位部を進めるステップが、第１のハンドルでガイドワイヤを引いて、標的
及び非標的組織の間に柔軟な基板を進めるステップを具えている。様々な実施例では、標
的組織が、靱帯、腱、骨、腫瘍、嚢胞、軟骨、傷跡、骨棘及び炎症組織組織を有するが、
これらに限定されず、非標的組織が、神経組織及び神経血管組織を有するが、これらに限
定されない。一実施例では、例えば、標的組織が手根横靱帯を具えており、非標的組織が
正中神経を具えている。
【００２５】
　ある実施例では、張力が複数の組織修正部材を柔軟な部分の長さ方向に沿って湾曲した
標的組織に押し付ける。ある実施例では、器具の少なくとも一部を往復移動させるステッ
プが、第１及び第２のハンドル間の全体的な部分を往復移動させるステップを具えており
、往復移動により、柔軟な部分の非外傷面が非標的組織に面しつつ、柔軟な部分の組織修
正面が標的組織を修正する。代替的な実施例では、器具の少なくとも一部を往復移動させ
るステップが、柔軟な部分の組織修正面を往復移動させるステップを具えており、往復移
動により、柔軟な部分の非外傷面が非標的組織に面しつつ、組織修正面が標的組織を修正
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する。
【００２６】
　任意に、ある実施例では、本方法がさらに、組織収集器具の中に切断組織を収集するス
テップを具えている。ある実施例では、本方法が追加的に、組織修正器具を通して患者の
体外に切断組織を輸送するステップを具えている。例えば、切断組織を輸送するステップ
は、組織収集チャンバの中に吸引及び／又は洗浄を適用するステップを有している。代替
的に、切断組織を輸送するステップが、１又はそれ以上の組織輸送部材上に又はその中に
切断組織を収集するステップと、組織修正器具を通して組織輸送部材を引き出すステップ
と、を有している。
【００２７】
　別の態様では、本発明は、患者の標的靱帯及び／又は骨組織を除去するための方法を提
供する。本方法は、軸及び硬いシャフト部に固定された軸方向の柔軟な部分を有する細長
い本体を用意するステップを有している。柔軟な部分は、柔軟な部分の第１の面が標的組
織に向くように、患者の体内で位置決される。硬い部分を移動させることによって、標的
組織の標的領域に向けて第１の面をシフトさせ、第１の面に沿って配置された組織修正部
材で標的組織の標的領域を除去する。
【００２８】
　任意に、硬い部分が柔軟な部分の第１の端部から軸方向に延びている。柔軟な部分があ
る横方向に曲げ易く、別の横方向（例えば、柔軟な部分がシフトする方向）がより硬くな
っている。柔軟な部分の第１の面が標的組織の上で曲がるように、柔軟な部分が位置して
おり、及び／又は柔軟な部分が軸方向に引っ張られて第１の面が標的組織に向けて押し付
けられる。患者の体外から硬い部分を引っ張ることによって、第１の端部に張力が加えら
れる。
【００２９】
　多くの実施例では、本体部の外側から硬い部分にトルクを加えることによって面がシフ
トする。硬い部分が、標的組織の標的領域に向けて第１の面の向きをシフトさせるように
、軸周りに柔軟な部分を回転させる。標的組織が、外側及び内側の向きを規定する凸面を
有しており、また、第１の面が第１及び第２の対向するエッジによって縁取られており、
第１のエッジの近くの標的組織が、第２のエッジの近くの標的組織の内側にある。このた
め、柔軟な部分の張力により第１のエッジに向けて軸周りに柔軟な部分を回転させる。シ
ャフト部のトルクが、張力によって引き起こされる回転を打ち消して柔軟な部分の捲れを
抑える。
【００３０】
　遠位ハンドルが、柔軟な部分の第２の端部に結合されており、柔軟な部分が、患者の体
外から第１及び第２のハンドルを同時に引くことによって手で引っ張られる。第１及び第
２のハンドルの間の相対移動によって、患者の体内の曲がった通路に沿って組織修正部材
を軸方向に移動させ、曲がった通路が、標的組織にわたる湾曲部を有している。患者の体
外から硬い部分を横方向に平行移動させて、第１の面の横方向のシフトを引き起こし、特
に、柔軟な部分が第１の面に沿って延びる第２の横方向でより硬く、第１の面が通常は第
２の横方向に沿ってシフトする。
【００３１】
　ある実施例では、硬い部分に沿って位置する組織の周りで硬い部分を回動させて、第１
の面の横方向のシフトを引き起こす。任意に、第１のハンドルが、患者の体外で硬い部分
に取り付けられており、柔軟な部分が、手でハンドルを操作することによって、手で引っ
張られ且つシフトする。遠位ハンドルが柔軟な部分の第２の端部に結合されており、柔軟
な部分が、患者の体外から第１及び第２のハンドルを同時に引くことによって手で引っ張
られる。第１及び第２のハンドルの間の相対移動によって、患者の体内の曲がった通路に
沿って組織修正部材を軸方向に移動させ、通常は、曲がった通路が標的組織にわたる湾曲
部を有している。組織修正部材の切断エッジが標的組織を切開するように第１及び第２の
ハンドルを連続的に引くことによって、曲がった通路に沿って標的組織に接触するよう組
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織修正部材を往復移動させる。ある実施例では、別の硬い部分が、患者の体内で第２のハ
ンドルから柔軟な部分の第２の端部に延びており、柔軟な部分の第１の面が、双方の硬い
部分を使用してシフトする。
【００３２】
　さらに別の態様では、本発明は、患者の標的組織を除去するためのシステムを提供する
。本システムは、間に軸を具えた第１の端部及び第２の端部を有する細長い柔軟な部分を
具えている。柔軟な部分は、軸に沿って延びる第１の面を有し、第１の横方向に軸方向に
曲がり得る。硬い部分を引くことで柔軟な部分を軸方向に引っ張って標的組織に向けて第
１の面を押し込むように、硬い部分が柔軟な本体部分から延ばし得る。硬い部分の移動に
より標的組織の標的領域に向けて第１の面をシフトし得る。第１の面に沿って設けられた
組織修正部材を、標的組織の標的領域の除去をもたらすよう構成し得る。
【００３３】
　本発明に係るある態様では、患者から組織を除去するための器具が：近位端、遠位端、
及びそれらの間の長手軸を有する細長い柔軟な本体であって、軸を横切って横方向に延び
た対向する第１及び第２の主要面を有する細長い本体と；第１の主要面を横切って横方向
に分布した複数の刃部；とを有している。各刃部が、第１の面に隣接して片持ちの第２の
端部に延びる第１の端部と、細長い本体の遠位端に向いた刃部の第１及び第２の端部間の
第１のエッジと、細長い本体の近位端に向いた刃部の第１及び第２の端部間の第２のエッ
ジと、第１及び第２の端部間の刃部の高さと、刃部の第１及び第２のエッジ間の軸方向の
長さと、を有している。第１のエッジ及び／又は第２のエッジが、第１の面を組織に向け
て押し込むときに、且つ、細長い本体が細長い本体の一方の端部に向けて通路に沿って進
むときに組織を軸方向に切断するように、切断エッジを具えている。各刃部の高さ及び軸
方向の長さの双方が、刃部の横方向の幅よりも大きい。
【００３４】
　ある実施例では、少なくともいくつかの基部が、第１の関連する刃部と第２の関連する
刃部との間で横方向に配置されている。ある実施例では、各刃部の第１のエッジ及び第２
のエッジの双方が、細長い本体が通路に沿って往復移動するときに、組織を軸方向に切断
して組織の除去をもたらすように、切断エッジを具えている。
【００３５】
　ある実施例では、組織が湾曲した骨表面に位置する靱帯組織を具えており、少なくとも
いくつかの刃部の第２の端部が、骨切断先端部を具え、第１の面から遠位の骨係合高さに
延びており、細長い本体の近位及び遠位端に手で加え得る張力が、第１の面が靱帯組織の
上で曲がり細長い本体が軸方向に往復移動するときに、靱帯を通して骨切断先端部を骨の
中に押し込む。ある実施例では、第１の面が、骨表面の上方で曲がるときに、靭帯の中に
押し込められる刃部を具えた活動領域を有しており、手で加える張力を活動領域の中の骨
切断先端部の総表面積で割ったものが、少なくとも３０，０００ｐｓｉである。
【００３６】
　代替的な実施例では、組織が湾曲した骨表面の上方に位置する靭帯組織を具えており、
少なくともいくつかの刃部の第２の端部が、骨保護面を具えて第１の面から骨保護高さに
延びており、細長い本体の近位端及び遠位端に手で加え得る張力により、第１の面が靭帯
組織の上方で曲がり細長い本体が軸方向に往復移動するときに骨の除去を防ぐように、骨
保護面が骨表面に沿って摺動する。
【００３７】
　別の代替的な実施例では、組織が湾曲した骨表面の上方に位置する靭帯組織を具えてお
り、少なくともいくつかの刃部の第２の端部が、骨接触エッジを具えて第１の面から骨接
触高さに延びており、細長い本体の近位端及び遠位端に手で加え得る第１の大きさの張力
により、第１の面が靭帯組織の上方で曲がり細長い本体が軸方向に往復移動するときに骨
の除去を防ぐように、骨接触エッジが骨表面に沿って摺動し、細長い本体の近位端及び遠
位端に手で加え得る第２の大きさの張力により、第１の面が靭帯組織の上方で曲がり細長
い本体が軸方向に往復移動するときに骨接触エッジが骨を切断する。
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【００３８】
　ある実施例では、各刃部の第１又は第２のエッジの前面面積が、各刃部の側面面積より
も小さい。ある実施例では、２つのエッジ間の各刃部の側面が、細長い本体の第１の面に
対して４５度と９０度との間の角度を成し、各刃部の側面が、細長い本体の長手軸に対し
て０度と４５度の間の角度で並んでいる。さらにより好適には、ある実施例では、各刃部
の側面が、第１の面に対して６０度と９０度との間の角度を成しており、各刃部の側面が
、細長い本体の長手軸に対して０度と３０度の間の角度で並んでいる。ある実施例では、
少なくとも２の刃部が、細長い本体の長手軸に対して異なる角度で並んでいる。ある実施
例では、少なくともいくつかの刃部が、細長い本体の長手軸に沿って互いに軸方向にオフ
セットしている。
【００３９】
　ある実施例では、細長い本体が、湾曲した面の上方で曲がるよう構成されている。ある
実施例では、刃部の少なくともいくつがが、細長い本体の長手軸に沿って互いに軸方向に
オフセットしている。
【００４０】
　ある実施例では、器具が脊柱組織を修正するよう構成されており、細長い本体が、患者
の体内に入り、脊柱の椎間孔を通る曲がった通路に沿って延びて患者の体外に出るよう構
成されており、器具の細長い本体の柔軟な部分が椎間孔を通って延びている。ある実施例
では、各刃部の高さが、脊柱の黄色靭帯の厚さに少なくとも等しい。
【００４１】
　ある実施例では、細長い本体が、硬いシャフトと、シャフトの一端から延びる柔軟な部
分と、柔軟な部分の又はその中のガイドワイヤカプラと、柔軟な部分の反対側のシャフト
の一端に結合された第１のハンドルと、を有している。任意に、本器具がさらに、ガイド
ワイヤカプラに結合されたガイドワイヤと、患者の体外でガイドワイヤに結合するよう構
成された第２のハンドルとを有している。
【００４２】
　様々な代替的な実施例では、各刃部の第２の端部が、鋭い先端部、平らなエッジ、丸み
を帯びたエッジ、ギザギザなエッジ、鋸歯状のエッジ及び湾曲したエッジといった形状を
有しているが、これらに限定されない。ある実施例では、少なくとも２の刃部の第２の端
部が互いに異なる形状を有している。ある実施例では、少なくとも２の刃部が互いに異な
る高さを有している。ある実施例では、刃部が第１の主要面に固定して取り付けられてい
る。
【００４３】
　本発明に係る別の態様では、患者組織を除去するための器具が、近位端、遠位端、及び
それらの間の長手軸を有する細長い柔軟な本体であって、軸を横切って横方向に延びた対
向する第１及び第２の主要面を有する細長い本体と、第１の主要面を横切って横方向に分
布した複数の刃部であって、各刃部が、第１の面に隣接して片持ちの第２の端部に延びる
第１の端部を有する刃部と、を有している。刃部が、細長い本体の長手軸に対してほぼ一
列である。追加的に、刃部が第１の面に対して略垂直である。「ほぼ一列に並ぶ」とは、
各刃部の側面が細長い本体の長手軸方向に対して約０度と約４５度との間の角度で揃うこ
とを意味する。「略垂直」とは、各刃部が細長い本体の第１の面に対して約４５度と約９
０度との間の角度を成すことを意味する。ある好適な実施例では、各刃部の側面が、細長
い本体の長手軸に対して０度と３０度との間の角度で並んでおり、各刃部の側面が、第１
の面に対して６０度と９０度との間の角度を成している。
【００４４】
　本発明に係る別の態様では、患者から標的組織を除去するための方法が、標的組織及び
非標的組織間の通路に沿って細長い柔軟な本体を進めるステップであって、当該柔軟な本
体が複数の横方向にオフセットしたそこから延びる片持ちの刃部を有するステップと、標
的組織に横方向にオフセットした切断部を形成するように通路に沿って軸方向に細長い本
体を移動させることによって、標的組織を通して刃部を進めるステップと、を有している
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。ある実施例では、標的組織が骨の上方に位置する靱帯組織を具えており、細長い本体を
進めるステップが、曲がった通路に沿って進めるステップを具えており、さらに、本方法
が、細長い本体の両端部に又はその近くに引張力を加えて、刃部のうちの少なくとも１が
靱帯の下方の骨と接触するように、横方向にオフセットした刃部を靱帯組織の中に押し込
むステップを具えている。
【００４５】
　ある実施例では、刃部を進めるステップが、曲がった通路に沿って細長い本体を往復移
動させるステップを具えている。さらに、ある実施例が、細長い本体を往復移動させて骨
の一部を除去するステップを具えている。ある実施例では、細長い本体が患者の脊柱の椎
間孔の中に進入し、標的靱帯組織が黄色靱帯を具えており、非標的組織が神経組織を具え
ている。任意に、方法がさらに、進めるステップの際に椎間孔の中で細長い本体を横に向
けるステップを有している。ある実施例では、刃部の少なくともいくつかが、細長い本体
の長手軸に対して角度を成しており、標的組織を通して刃部を進めるステップにより、刃
部の片持ちの端部が骨に乗り上げることで、細長い本体が椎間孔の中で横に移動する。
【００４６】
　ある実施例では、細長い本体が、ガイドワイヤの後方で器具を引くことによって患者の
体内に経皮的に進入する。さらに、ある実施例は、刃部が標的組織に接触するときに非標
的組織に接触するよう構成された細長い本体の非外傷面で非標的組織へのダメージを抑え
るステップを有している。さらに、本方法のある実施例が、少なくともいくつかの刃部の
間に切断組織を収集するステップを具えている。
【００４７】
　本発明の別の態様では、患者の脊柱の中の黄色靱帯組織を除去して脊髄の狭窄を治療す
るための方法が：脊柱の黄色靱帯と神経組織との間の椎間孔を通る曲がった通路に沿って
組織修正器具の柔軟な細長い本体を進めるステップと；細長い本体の両端に又はその近く
に引張力を加えて、細長い本体の第１の主要面に結合された少なくとも１の片持ちの横方
向にオフセットした刃部を黄色靱帯を通して進め椎骨に接触させるステップであって、各
刃部が細長い本体の長手軸に対してほぼ一列であり、各刃部が第１の主要面に対して略垂
直であるステップと；細長い本体を往復移動させて黄色靱帯組織を除去するステップと；
を有しており、力を加えながら器具を往復移動させるステップにより、少なくとも１の刃
部が骨に沿って乗り上げて、細長い本体の長手軸に対して椎間孔の中で細長い本体を横方
向に移動させる。ある実施例では、さらに本方法が、第１の主要面に対向する細長い本体
の非外傷性の第２の主要面で神経組織へのダメージを抑える。
【００４８】
　また、患者の組織を修正するための器具であって、近位端及び遠位端を有する細長い本
体（細長い本体が、近位端及び遠位端の間で横方向に延びる対向する第１及び第２の主要
面を具えている）と；第１及び第２の面の間の組織収集部と；第１の主要面に沿って配置
され、組織に押し付けられた場合に組織を切断するよう構成された１又はそれ以上の組織
修正部材と；を有する器具が、本書に記載されている。
【００４９】
　第１及び第２の主要面は柔軟性がある。ある実施例では、近位端が硬い部分を具えてお
り、遠位部が、第１及び第２の主要面を有する柔軟な遠位部を具え、細長い本体の近位部
に結合された近位ハンドルを具えている。
【００５０】
　第１の主要面が、第２の主要面よりも小さな曲率半径を有している。
【００５１】
　ある実施例では、さらに器具が、組織収集部の中に、組織修正部材に向かう切断組織の
通過を規制するよう構成された１又はそれ以上の弁（例えば、一方向弁）を有している。
別の実施例では、本器具が、組織収集部の中の材料の量に基づいて組織修正部材を規制す
るよう構成された浮動基板を具えている。
【００５２】
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　ある実施例では、本器具が、組織収集部に動作可能に結合され、組織修正部材の近くの
組織収集部から組織を取り除くよう構成された組織輸送体を具えている。例えば、組織輸
送体は、洗浄路及び吸引路のうちの少なくとも一方を具えている。組織輸送体は、プルワ
イヤ、ベルト、及び／又は格納式部材を具えている。
【００５３】
　また、本器具は、組織修正部材に連通する通路を有しており、通路が組織収集部の中に
組織を導くよう構成されている。
【００５４】
　ある実施例では、組織修正部材が、組織収集部の中に組織を導くよう構成された通路を
形成している。
【００５５】
　組織収集部は、膨張可能及び／又は取り外し可能である。
【００５６】
　また、患者の組織を修正するための器具であって、近位端及び遠位端を有する細長い本
体（細長い本体が、近位端及び遠位端の間で横方向に延びる対向する第１及び第２の主要
面を具えている）と；第１の主要面に沿って配置され、組織に押し付けられた場合に組織
を切断するよう構成された１又はそれ以上の組織修正部材と；組織修正部材及び組織収集
部に連通する通路と；を有する器具が本書に記載されている。また、本器具は、細長い本
体の近位部に結合された近位ハンドルを有している。
【００５７】
　組織収集部は、第１及び第２の主要面間に設けられている。
【００５８】
　ある実施例では、さらに本器具が、組織収集部に動作可能に結合され組織収集部から組
織を除去するよう構成された組織輸送体を有している。
【００５９】
　上記のように、組織収集部は取り外し可能及び／又は膨張可能である。
【００６０】
　また、患者から組織を除去する方法であって、標的組織の近くに細長い組織修正器具を
進めるステップと、標的組織に組織修正部材を押し付けるステップと、組織修正部材で標
的組織を切断するステップと、組織収集部の中に少なくともいくつかの切断組織を収集す
るステップと、を有する方法が、本書に記載されている。細長い組織修正器具は、通常、
近位端及び遠位端を有する細長い本体（細長い本体が、近位端及び遠位端の間で横方向に
延びる対向する第１及び第２の主要面を有している）と；第１の主要面に沿って配置され
、組織に押し付けられた場合に組織を切断するよう構成された１又はそれ以上の組織修正
部材と；組織を収集するよう構成された組織収集部と；を具えている。細長い本体の遠位
端及び近位端に張力を加えることによって、標的組織に組織修正部材を押し付ける。
【００６１】
　ある実施例では、組織を除去するための方法が、さらに、組織修正部材から切断組織を
移動させるステップを有している。ある実施例では、真空又は流体の流れのいずれかによ
って、組織を除去する。
【００６２】
　また、本方法は、組織収集部を交換するステップを有する。
【００６３】
　また、被検体から組織を除去する方法であって、標的組織の近くに細長い組織修正器具
を進めるステップと；標的組織に組織修正部材を押し付けるステップと；組織修正部材で
標的組織を切断するステップと；組織収集部の中に少なくともいくつかの切断組織を収集
するステップと；組織修正部材の近くの組織収集部から組織を除去するステップと；を有
する方法が、本書に記載されている。本方法の細長い組織修正器具は、近位端及び遠位端
を有する細長い本体（細長い本体が、近位端及び遠位端の間で横方向に延びる対向する第
１及び第２の主要面を有している）と、第１の主要面に沿って配置され、組織に押し付け
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られた場合に組織を切断するよう構成された１又はそれ以上の組織修正部材と、組織を収
集するよう構成された組織収集部と、を有している。ある実施例では、真空又は流体の流
れのいずれかによって、組織を除去する。
【００６４】
　これら及び他の態様及び実施例を、添付図面を参照しつつ、以下の発明を実施するため
の形態で詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
　本明細書で言及している全ての公報及び特許出願は、それぞれの個々の公報又は特許出
願が参照することにより盛り込まれるよう特別に且つ個々に示されるように、同じ程度に
全体として本書に盛り込まれている。
【００６６】
【図１】図１は、断面を示す馬尾及び馬尾から枝分かれして脊髄中心管を出て延びる椎骨
の両側の椎間孔を通って延びる２つの神経根を具えた椎骨の平面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、患者の腰部の断面図であり、本発明の一実施例に係る脊柱の所定の
位置にある柔軟な組織改良器具の側面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、標的組織を修正するために所定の位置にある本発明の一実施例に係
る図２Ａの器具とともに、標的及び非標的組織を示す患者の体の一般的な部分の概略図で
ある。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の代替的な実施例に係る組織修正器具の側面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、本発明の別の代替的な実施例に係る組織修正器具の側面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の一実施例に係る組織を修正するためのキット又はシステム
の図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ｂのキットの一部の側面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、柔軟な修正器具を挿入及び使用して非標的組織へのダメージを防止
しつつ組織を修正するための本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、柔軟な修正器具を挿入及び使用して非標的組織へのダメージを防止
しつつ組織を修正するための本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、柔軟な修正器具を挿入及び使用して非標的組織へのダメージを防止
しつつ組織を修正するための本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図４Ｄ】図４Ｄは、柔軟な修正器具を挿入及び使用して非標的組織へのダメージを防止
しつつ組織を修正するための本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図４Ｅ】図４Ｅは、柔軟な修正器具を挿入及び使用して非標的組織へのダメージを防止
しつつ組織を修正するための本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図５】図５Ａは、本発明の一実施例に係る組織修正器具の柔軟な部分の斜視図である。
図５Ｂ－５Ｃは、図５Ａの器具の刃部及び基板部の端面及び側面図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及びワイヤソーの
組織修正部材の部分の斜視図である。
【図７】図７は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複数の
ワイヤソーの組織修正部材の部分の斜視図である。
【図８】図８は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び研磨面
の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図９】図９は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複数の
歯状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び２
つの刃部を具える組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の鮫の歯状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１２】図１２は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数のチーズおろし器状の組織修正部材の部分の斜視図である。
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【図１３】図１３は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の突出した組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１４】図１４は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の突出したフラップ状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１５】図１５は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の丸みを帯びた組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の突出したフラップ状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１７】図１７は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び複
数の異なった形状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１８】図１８は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板並びに
返しを具えたフック及び突出したフラップ状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図１９】図１９は、本発明の代替的な実施例に係る、ワイヤメッシュの柔軟な組織修正
器具の部分の斜視図である。
【図２０】図２０は、本発明の代替的な実施例に係る、平らな中空の柔軟な組織修正器具
の部分の斜視図である。
【図２１】図２１は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の組織捕捉部材に結
合した柔軟な基板及びチーズおろし器状の組織修正部材の部分の斜視図である。
【図２２】図２２は、本発明の代替的な実施例に係る、移動可能に結合された柔軟な組織
修正器具の部分の斜視図である。
【図２３】図２３は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び組
織修正部材の部分の斜視図である。
【図２４】図２４は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な基板及び組
織修正部材の部分の斜視図である。
【図２５】図２５Ａ及び２５Ｂは、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟
な基板及び組織修正部材の部分の斜視図である。
【図２６】図２６Ａ－２６Ｃは、本発明の一実施例に係る組織捕捉部材を具えた柔軟な組
織器具の側面図であり、組織の修正のための方法を示す。
【図２７】図２７Ａは、本発明の一実施例に係る柔軟な組織修正器具の一部を作製する方
法を示す。図２７Ｂ及び２７Ｃは、図２７Ａにおいて見られるような方法を使用して構成
される組織捕捉部材を具えた組織修正器具の一部のそれぞれ側面及び斜視図である。
【図２８】図２８Ａ及び２８Ｂは、本発明の一実施例に係る組織捕捉部材を具えた柔軟な
組織修正器具の一部の側面図である。図２８Ｃは、本発明の代替的な実施例に係る組織捕
捉部材を具えた柔軟な組織修正器具の一部の側面図である。
【図２９】図２９Ａは、本発明の一実施例に係る浮動する組織捕捉部材を具えた柔軟な組
織修正器具の一部の斜視図である。図２９Ｂ及び２９Ｃは、本発明の代替的な実施例に係
る浮動する組織捕捉部材を具えた柔軟な組織修正器具の端面図である。
【図３０】図３０は、本発明の一実施例に係る中空の柔軟な組織修正器具の一部の側面図
である。
【図３１】図３１は、本発明の一実施例に係る組織輸送部材を具えた中空の柔軟な組織修
正器具の一部の側断面図である。
【図３２】図３２は、本発明の代替的な実施例に係る組織輸送部材を具えた中空の柔軟な
組織修正器具の一部の側断面図である。
【図３３】図３３は、本発明の代替的な実施例に係る組織輸送部材を具えた中空の柔軟な
組織修正器具の一部の側断面図である。
【図３４】図３４Ａは、本発明の代替的な実施例に係る組織輸送部材を具えた中空の柔軟
な組織修正器具の一部の側断面図である。図３４Ｂは、図３４Ａの中空の柔軟な組織修正
器具の近位のラチェット機構部分の側面図である。図３４Ｃは、図３４Ｂの器具の基板の
一部の平面図である。
【図３５】図３５は、本発明の代替的な実施例に係る組織輸送部材を具えた中空の柔軟な
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組織修正器具の一部の側断面図である。
【図３６】図３６Ａ－３６Ｂは、組織収集部を有する組織修正器具の一バリエーションを
示す。図３６Ｃは、組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーションを示す。
【図３７】図３７Ａ及び３７Ｂは、組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーショ
ンを示す。
【図３８】図３８Ａ及び３８Ｂは、取り外し可能及び膨張可能な組織収集部の一バリエー
ションの断面図を示す。
【図３９】図３９Ａ及び３９Ｂは、取り外し可能及び膨張可能な組織収集部の一バリエー
ションの断面図を示す。図３９Ｃは、組織収集部の部分を形成する取り外し可能な面を通
る断面図である。
【図４０】図４０Ａ及びＢは、取り外し可能及び膨張可能な組織収集部の一バリエーショ
ンの断面図を示す。図４０Ｃは、膨張可能な取り外し可能な主要面の斜視図である。
【図４１】図４１Ａ及び４１Ｂは、膨張可能及び取り外し可能な組織収集部を有する組織
修正器具の一バリエーションのアッセンブリを示す。
【図４２】図４２は、取り外し可能な組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーシ
ョンの斜視図である。
【図４３】図４３は、取り外し可能な組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーシ
ョンの斜視図である。
【図４４】図４４Ａは、組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーションの斜視図
である。図４４Ｂは、図４４Ａに示す組織修正器具を通る部分で、図４４Ｂは、図４４Ａ
に示す組織修正器具の切断面の斜視図である。
【図４５】図４５は、本発明の一実施例に係る、一般的な骨、軟組織及び非標的組織を示
す、組織修正処置を実行するための所定の位置の組織修正器具の側面図である。
【図４６】図４６は、本発明の一実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修正器具
の側面図である。
【図４７】図４７は、本発明の一実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修正器具
の柔軟な部分の斜視図である。
【図４８】図４８は、本発明の一実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修正器具
の柔軟な部分の平面図である。
【図４９】図４９Ａ－４９Ｄは、柔軟な部分の端面図である。
【図５０】図５０は、本発明の代替的な実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修
正器具の柔軟な部分の平面図である。
【図５１】図５１Ａ－Ｅは、本発明の一実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修
正器具の柔軟な部分の端面図であり、椎間孔の中で前後に本器具を動かすための方法を示
す。
【図５２】図５２は、本発明の一実施例に係る、組織修正器具の柔軟な部分に取り付ける
ための２つの刃部から成る部材の斜視図である。
【図５３】図５３は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な部分に取り
付けるための２つの刃部から成る部材の斜視図である。
【図５４】図５４は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な部分に取り
付けるための１２の刃部から成る部材の斜視図である。
【図５５】図５５は、本発明の代替的な実施例に係る、組織修正器具の柔軟な部分に取り
付けるための８つの刃部から成る部材の斜視図である。
【図５６】図５６は、本発明の一実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修正器具
の柔軟な部分の側面図である。
【図５７】図５７は、本発明の代替的な実施例に係る、垂直に向いた刃部を具えた組織修
正器具の柔軟な部分の斜視図である。
【図５８】図５８は、本発明の代替的な実施例に係る、形成された垂直に向いた刃部を具
えた組織修正器具の柔軟な部分の平面図である。
【図５９】図５９は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
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するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６０】図６０は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６１】図６１は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６２】図６２は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６３】図６３は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６４】図６４は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６５】図６５は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６６】図６６は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６７】図６７は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６８】図６８は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図６９】図６９は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７０】図７０は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７１】図７１は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７２】図７２は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７３】図７３は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７４】図７４は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７５】図７５は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７６】図７６は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の側面図である。
【図７７】図７７は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図７８】図７８は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図７９】図７９は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図８０】図８０は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図８１】図８１は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図８２】図８２は、本発明の様々な代替的な実施例に係る、組織修正器具とともに使用
するための刃部の様々な構成の断面図である。
【図８３】図８３Ａ及び８３Ｂは、標的組織の上で曲げられた組織修正器具の柔軟な部分
の張力が、刃部又は他の組織修正器具を標的組織の中にどのように押し込むことができる
のかを示し、組織修正器具の硬い部分のトルクが、どのように柔軟な部材の方向を保持又
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は変えて柔軟な部材の捲れを防ぐことができるのかを示す。
【図８４】図８４Ａは、近位の硬い部分を横方向に平行移動させることによって、及び／
又は挿入部位に沿った組織の周りに硬い部分を回動させることによって、標的組織に沿っ
た柔軟な部材の横方向のシフトを概略的に示す斜視図である。図８４Ｂは、標的組織に対
して柔軟な部分をシフトさせるための横方向の平行移動及び硬い部分の回動を概略的に示
し、さらに、遠位ハンドルに結合されて同じように柔軟な部分の遠位端をシフトさせ標的
組織の改造及び／又は除去に対する制御を強化し得る任意の硬い管状シャフトを概略的に
示す。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　組織修正器具及びシステムの様々な実施例が、これを作製して使用するための方法とと
もに提供されている。以下の説明及び添付図面の多くは、概略的に、脊柱の外科的な手術
に焦点を合わせているが、代替的な実施例では、患者の体内の様々な他の解剖学的な部位
で本発明に係る器具、システム及び方法を使用してもよい。例えば、ある実施例では、本
発明に係る柔軟な組織修正器具を肩、手首、手、腰、膝、足、足首、他の関節、又は体の
他の解剖学的な部位の低侵襲的手術で使用してもよい。同様に、ある実施例を使用して、
脊柱の黄色靱帯及び／又は骨を除去又はそうでなければ修正して、脊髄の狭窄を治療して
もよく、代替的な実施例では、多くの他の組織を修正して多くの他の病状を治療する。例
えば、様々な実施例では、治療される組織が、靱帯、腱、骨、腫瘍、嚢胞、軟骨、傷跡、
骨棘、炎症組織等を有しているが、これらに限定されない。非標的組織は、ある実施例で
は神経組織及び又は神経血管組織を有しており、又は他の実施例では多くの他の組織及び
／又は構造を有している。ある代替的な実施例では、例えば、柔軟な組織修正器具を使用
して、正中神経へのダメージを防ぎつつ手首の手根横靱帯を切開し、低侵襲的な手根管開
放処置を実行する。このように、本書に記載の様々な実施例を使用して、多くの様々な組
織を修正し、多くの解剖学的な体内の部位で多くの様々な病状を治療する。
【００６８】
　ここで、図２Ａを参照すると、一実施例に係る組織修正器具１０が、近位の硬い部分１
３及び１又はそれ以上の組織修正部材１６を配置する遠位の柔軟な部分１４を有するシャ
フト１２に結合された近位ハンドル２０を適切に有している。ガイドワイヤ２２に結合し
さらにはガイドワイヤ２２の周りにハンドル２４を締め付けるための締め付けレバー２５
を有するガイドワイヤハンドル２４（又は「遠位ハンドル」）に結合するためのガイドワ
イヤカプラ１８が、柔軟な部分１４の遠位又はその近くに形成されている（又は取り付け
られている）。
【００６９】
　器具１０は、所定の位置に経皮的に配置され、椎骨Ｖ、馬尾ＣＥ、黄色靱帯ＬＦ、神経
根ＮＲ、小関節面Ｆ、及び椎間孔ＩＦを含む様々な解剖学的構造を具えた、患者の脊柱の
組織修正処置を実行する。脊柱に器具１０の様々な実施例を使用して、椎間孔ＩＦ、小関
節面の骨Ｆ、骨増殖、又はそれらの組み合わせを除去し、馬尾ＣＥ及び／又は神経根ＮＲ
の組織の減圧を促進することで、脊髄の狭窄及び／又は神経又は神経血管系の衝突の治療
を促進する。器具１０のこのような使用は、以下の全ての実施例について持続的に繰り返
されるものではないが、説明した実施例のうちのいくつかを使用して、脊柱のなかの黄色
靱帯のみ、骨のみ、又は靱帯及び骨の双方を除去して、神経の衝突、神経血管系の衝突及
び／又は脊髄の狭窄を治療する。
【００７０】
　器具１０を用いた組織を修正する方法の一実施例では、ガイドワイヤ２２の遠位端を、
標的組織と非標的組織との間の曲がった通路を通して患者の中に配置して患者の外に出す
。そして、ガイドワイヤ２２をハンドル２４の中央孔に通して、締め付けレバー２５又は
他の締め付け手段を介してガイドワイヤ２２の周りにハンドル２４を締め付けるようなこ
とによって、ガイドワイヤ２２の遠位端をガイドワイヤハンドル２４に結合する。そして
、ガイドワイヤ２２の近位端を結合部材１８に結合して、標的組織及び非標的組織の間で
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遠位シャフト部１４を引っ張るよう使用する。ある実施例では、器具１０を経皮的に患者
の体内に進める一方、代替的な実施例では、小さな切れ込み又は大きな切れ込みを通して
器具１０を前進させる。患者の体内で前進させると、遠位の柔軟なシャフト部１４が標的
組織及び非標的組織の間の曲がった通路に沿って前進し、場合によっては、脊柱の椎間孔
ＩＦの中に少なくとも部分的に引かれる。
【００７１】
　近位ハンドル２０及びガイドワイヤハンドル２４を引いて（又は「伸長させて」－－先
端が片方のみの中実の矢印）、組織修正部材１６を標的組織（このケースでは、椎間孔Ｌ
Ｆ）に押し付ける。一般に、組織修正部材１６を遠位部１４の一方の側又は面に固定的に
付着する（又は形成する）一方、遠位部１４の他方の側が、馬尾ＣＥ及び／又は神経根Ｎ
Ｒといった非標的組織に面する。遠位部１４の他方の側は、一般に、非外傷性であり及び
／又は非外傷性のカバー、コーティング、シールド、バリア、組織捕捉部材等を有してい
る。器具１０に引っ張り力を加えながら、ハンドル２０，２４を使用して器具１０を前後
に往復移動させることで（先端が両側にある中実の矢印）、組織修正部材１６が標的組織
を切断し、除去し、刻み又はそうでなければ修正する。様々な実施例では、例えば、標的
組織が黄色靱帯ＬＦのみ、骨のみ、又はそれら双方を含んでいる。
【００７２】
　所望の量の組織を除去するまで往復移動及び伸長を続ける。除去された標的組織は、あ
る実施例では、組織修正部材１６間に及び／又は１又はそれ以上の組織捕捉部材又はチャ
ンバ（図示せず）に、収集、捕捉又は補集される。所望の量の標的組織を除去すると、例
えば、器具１０によって外科医に与えられる触覚フィードバック、放射線画像、及び又は
（開腹手術のケースのように）直接の視診によって、そのことが判断され、ガイドワイヤ
２２を遠位ハンドル２４から外して器具１０を患者の背中から外す。必要に応じて、さら
なる組織の修正のために器具１０を患者の脊柱の中に再び通し、及び／又は他の器具を脊
柱の中に通してもよい。
【００７３】
　器具１０を挿入及び使用するための様々な方法のさらなる詳細を以下に説明する。ガイ
ドワイヤシステム及び方法のさらなる説明のために、いずれも「Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｇｕｉｄｅｗｉｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題され、いずれも
２００６年８月２９日に出願された、全面的な開示が参照することにより本書に盛り込ま
れている米国特許出願番号１１／４６８，２４７及び１１／４６８，２５２（代理人整理
番号０２６４４５－００１０００ＵＳ及び０２６４４５－００１００ＵＳ）を参照する。
【００７４】
　ここで、図２Ｂを参照すると、様々な実施例では、器具１０を脊柱以外の体の部分に使
用して標的組織ＴＴを除去する一方、非標的組織ＮＴＴを傷付けないようにする。例えば
、標的組織ＴＴは、靱帯及び／又は軟骨といった骨に固着する軟組織を含んでおり、及び
／又は骨を含んでいる。非標的組織ＮＴＴは、神経組織、血管組織、臓器、又は外科医が
外科的処置によって無傷のままであるよう望む他の組織を含んでいる。一実施例では、例
えば、器具１０を使用して、正中神経を傷付けることなく手根横靱帯を解放することによ
って、低侵襲的な手根管解放処置を実施する。ある実施例では、内視鏡を用いて又は内視
鏡を用いずに、このような処置を経皮的に実施する。他の実施例では、器具１０を使用し
て低侵襲的な処置により膝又は肩の軟骨及び／又は靱帯を除去する。さらに別の実施例で
は、器具１０を使用して、低侵襲的なバニオン切除を実施する。以下の説明は主に脊柱で
の器具１０の代替的な実施例の様々な使用法に焦点を当てているが、多くの他の解剖学的
構造のうちのいずれかで様々な実施例を行ってもよい。
【００７５】
　ここで図２Ｃを参照すると、代替的な実施例では、組織修正器具１０’が、握りアクチ
ュエータ２１’を有し近位の硬い部分１３’及び遠位の柔軟な部分１４’を有するシャフ
ト１２’に結合された近位ハンドル２０’を適切に有している。１又はそれ以上の組織修
正部材１６’は、柔軟な部分１４’の一方の側に動作可能に結合されており、ガイドワイ
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ヤ２２’に結合させるためにガイドワイヤカプラ１８’が柔軟な部分１４’の遠位端又は
その近くに形成され（又は取り付けられ）、さらに締め付けレバー２５’で遠位ハンドル
２４’に結合させる。
【００７６】
　このような代替的な実施例では、握りアクチュエータ２１’が、アクチュエータ２１’
を動作させる（両側に頭部がある先端が中実の矢印）ことで組織修正部材１６’が前後に
往復移動するように（両側に頭部がある先端が中空の矢印）、移動可能な適切な手段によ
って組織修正部材１６’に結合されている。このため、使用時に、器具１０’が全体とし
て比較的安定して保持される一方、組織修正部材１６’が往復移動する。近位ハンドル２
０’及び硬い近位シャフト部１３’を使用して標的組織に対して器具１０’を操作し、当
然ながら器具１０’を患者及び／又は標的組織に出入りするよう移動させるが、組織修正
部材１６’を往復移動させながら比較的安定して器具１０’を保持することも可能である
。様々な実施例では、握りアクチュエータ２１’をトリガ、レバー等といった適切な機械
式アクチュエータに代えてもよい。
【００７７】
　ここで、図２Ｄを参照すると、別の代替的な実施例では、組織修正器具１０”が上記の
実施例と同じであるが、握りアクチュエータ２１’の代わりにボタン式アクチュエータ２
１”及びハンドル２０”の中の動力駆動機構を有している。ボタン式アクチュエータ２１
”を押すことにより、組織修正部材１６”が前後に往復移動して組織を修正する。様々な
代替的な実施例では、ボタン２１”をトリガ、スイッチ、ダイアル等といった適切なアク
チュエータに代えてもよい。
【００７８】
　ここで図３Ａを参照すると、ある実施例では、組織修正器具１０がシステム（又は「キ
ット」）として提供されており、図２Ａ及び２Ｂを参照して上述したような様々な部品を
含んでいる。ある実施例では、組織修正システム１５又はキットが、１又はそれ以上のさ
らなる器具又は部品とともに、図２Ａ及び２Ｂの器具１０を適切に有している。例えば、
複数のガイドワイヤ２２がシステム１５の部分として提供されている。ある実施例では、
システム１５が、１又はそれ以上のガイドワイヤ通路プローブ３２，３４及び湾曲した、
柔軟なガイド部材３６をも有している。ある実施例では、例えば、同側アクセスプローブ
３２及び対側アクセスプローブ３４が設けられている。湾曲したガイド部材３６は、全体
的に、各プローブ３２，３４の管腔を通過するよう構成されており、ガイドワイヤ２２が
通過するための内腔を有している。さらに、ガイド部材３６は、ガイド部材３６がプロー
ブ３２，３４の中のある距離に達したことを外科医に示す１又はそれ以上の深さマーク３
５、及びガイド部材３６がプローブ３２，３４の中にさらに入るのを規制する止め具３７
を有している。代替的な実施例（図示せず）では、完全に経皮的な処置で使用されるよう
に、プローブ３２，３４を、口径１４のＴｏｕｈｙ硬膜外針又は他のサイズ又は型の硬膜
外針といったこれらに限定されない案内針に代えてもよい。このような実施例では、ガイ
ド部材３６を、針の穴を通るよう構成する。様々なプローブ及びガイド部材器具のさらな
る説明として、米国特許出願番号第１１／４６８，２４７号及び第１１／４６８，２５２
号を参照されたい。さらに、参照することにより全体として本書に盛り込まれている、２
００６年７月１３日に出願され「Ｓｐｉｎａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ｎｅｕｒａｌ　
Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ」と題される米国特許出願番号第１１／４５７，４１６号（代
理人整理番号０２６４４５－０００７２４ＵＳ）、及び２００６年８月２５日に出願され
「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｐｒｏｂｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ」と題さ
れる米国特許出願番号第６０／８２３，５９４号（代理人整理番号０２６４４５－００１
２００ＵＳ）について、参照されたい。
【００７９】
　ガイドワイヤ２２は、ニチノール又はステンレス鋼といった適切な材料でできており、
ガイドワイヤ２２を組織に通し易くするための鋭い遠位端２３、ガイドワイヤカプラ１８
に結合するための鋭い近位端２７を有している。様々なガイドワイヤ２２の実施例及び遠
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位ハンドル２４のさらなる詳細が、例えば、参照することにより既に盛り込んだ米国特許
出願番号第１１／４６８，２４７号及び第１１／４６８，２５２号に提供されている。
【００８０】
　図３Ａ及び３Ｂは、近位ハンドル２０及びシャフト１２を前の図面よりも詳細に示して
いる。図示する実施例では、４つの組織修正部材１６が柔軟な遠位シャフト部１４の一方
の側に固定的に取り付けられており、それぞれが二方向の刃先を具えた溝付きの刃を具え
ている。様々な代替的な実施例では、１乃至２０の組織修正部材１６といった任意の数の
組織修正部材１６を含めてもよい。さらに、組織修正部材１６は、一方向の刃、二方向の
刃、歯部、フック、返し、フック、Ｇｉｇｌｉソー（又は他のワイヤーソー）の一部、ワ
イヤ、メッシュ、織物材料、編物材料、網状材料、かんな、おろし金、隆起部、他の研磨
面、送出可能な材料及び／又はそれらに似た多くの様々な構成を有してよく、そのいくつ
かを以下に説明する。
【００８１】
　様々な実施例では、近位シャフト部１３、遠位シャフト部１４、組織修正部材１６及び
ガイドワイヤカプラ１８を、適切な材料（又は複数の材料）で作製してよく、１回の押し
出し成形で一片の材料を作製してよく、別々の部品を一緒に取り付けて作製してもよい。
例えば、多くの実施例では、シャフト１２及びガイドワイヤカプラ１８の全てが１つの材
料で作製されており、組織修正部材１６が溶接によって遠位シャフト部１４に取り付けて
いる。しかしながら、代替的な実施例では、ガイドワイヤカプラ１８が遠位シャフト部１
４に取り付けられた別々の部品であり及び／又は組織修正部材１６が遠位シャフト部１４
に（取り付けられているのではなく）形成されている。さらに別の実施例では、遠位シャ
フト部１４が、溶接によって硬いシャフト部１３に結合された平らな材料を具えている。
ある実施例では、シャフト１２を１つの材料で形成し、遠位シャフト部１４を平らにして
その形状及び柔軟性を得る。ある実施例では、遠位シャフト部１４に１又はそれ以上のス
リットを形成して、その柔軟性を高める。ある実施例では、近位シャフト部１３が円筒形
である。ある実施例では、近位シャフト部１３、遠位シャフト部１４又はその双方が中空
である。代替的に、ある実施例では、近位のシャフト部１３にさらなる剛性を与えるよう
にシャフト１２の任意の部分が中実である。
【００８２】
　ある実施例では、ガイドワイヤカプラ１８が、ガイドワイヤの近位に形成された端部２
７を受容且つ保持するような形状のスロット１９を有している。様々な実施例では、スロ
ット１９が、図示するように遠位シャフト部１４の上面又は下面に設けられている。ガイ
ドワイヤカプラの様々な実施例のさらなる説明として、米国特許出願番号第１１／４６８
，２４７号及び第１１／４６８，２５２号を参照されたい。ある実施例では、非外傷性カ
バー３０が遠位シャフト部１４の部分を覆って設けられており、非外傷性端部３３及び組
織修正部材１６が突出する開口部３１を形成している。カバー３０は、任意の数の様々な
ポリマーといった適切な非外傷性材料でできている。ある実施例では、カバー３０が切断
組織を収集するよう機能する。カバー３０はポリマーといった適切な材料で作製され、そ
の例が以下に与えられている。ある実施例では、カバー３０が多孔質又は半透過性の材料
で作製され、及び／又は１又は複数の穴がカバー３０に形成されており、流体がカバー３
０を通過し得ることで、より多くの量の固形物をカバー３０の組織収集部の中に詰めるこ
とが可能となる。
【００８３】
　図３Ｂは、器具１０の側面図である。組織修正部材１６がカバー３０の非外傷性端部３
３の上を延びており、近位及び遠位の双方に面する切断端部を有している。代替的な実施
例では、組織修正部材１６が、近位にのみ又は遠位にのみ面しているといった、単に一方
向の切断端部を有している。図示する実施例では、ガイドワイヤカプラ１８が遠位シャフ
ト部１４の遠位端部にループとして形成されている。ガイドワイヤに成形した端部２７は
、全体としてスロット１９の中に嵌り（図３に図示せず）、使用時に、ガイドワイヤカプ
ラ１８のループの中にある。他の実施例では、ガイドワイヤカプラ１８が遠位シャフト部
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１４の上部側又は下部側に取り付けられた別の部品を具えている。このような例の実施例
は、米国特許出願番号第１１／４６８，２４７号及び第１１／４６８，２５２号にさらに
記載されている。
【００８４】
　近位ハンドル２０、シャフト１２，組織修正部材１６、ガイドワイヤカプラ１８、及び
カバー３０を含む器具１０の様々な部品を、任意の適切な材料又は材料の組み合わせで製
造される。適切な材料は、例えば、金属、ポリマー、セラミック又は、それらの複合材料
を有している。適切な金属は、ステンレス鋼（３０３，３０４，３１６，３１６Ｌ）、ニ
ッケル－チタン合金、タングステンカーバイド合金、又は例えばＥｌｇｉｌｏｙ（Ｅｌｇ
ｉｎ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｅｔａｌｓ，Ｅｌｇｉｎ，ＩＬ，米国）、Ｃｏｎｉｃｈｒ
ｏｍｅ（Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｒｅａｄｉｎｇ，ＰＡ，米国）、
Ｐｈｙｎｏｘ（Ｉｍｐｈｙ　ＳＡ，Ｐａｒｉｓ，フランス）といったコバルト－クロム合
金を有しているがこれらに限定されない。適切なポリマーは、ナイロン、ポリエステル、
Ｄａｃｒｏｎ、ポリエチレン、アセタール、Ｄｅｌｒｉｎ（ＤｕＰｏｎｔ，Ｗｉｌｍｉｎ
ｇｔｏｎ，ＤＥ）、ポリカーボネート、ナイロン、ポリエチルエチルケトン（ＰＥＥＫ）
、及びポリエチルケトンケトン（ＰＥＫＫ）を有しているが、これらに限定されない。セ
ラミックスは、アルミナ、ジルコニア、及びカーバイドを有しているが、これらに限定さ
れない。ある実施例では、１又はそれ以上の部分を炭素繊維、ガラス繊維等で強化しても
よい。
【００８５】
　ここで、図４Ａ－４Ｅを参照すると、柔軟な組織修正器具１０を用いて組織を修正する
ための方法の一実施例を詳細に示す。これらの図において、患者の皮膚、標的組織ＴＴ及
び非標的組織ＮＴＴを、特異的構造としてではなく図式的に示す。一実施例では、図４Ａ
－Ｅの方法を脊柱に使用して、器具１０が図２Ａに示すように２つの椎骨間で椎間孔を通
る状態で黄色靱帯、骨又はこれら双方を除去する。他の実施例では、体の他の領域の他の
組織を除去する。
【００８６】
　図４Ａに示すように、鋭い先端部２３及び成形した端部２７を具えたガイドワイヤ２２
が、皮膚の中に入り標的及び非標的組織の間を通過して皮膚の外に出る。ガイドワイヤ２
２を通すための方法が、例えば、参照することにより前に盛り込んだ米国特許出願番号第
１１／４５７，４１６号、第１１／４６８，２４７号及び第１１／４６８，２５２号にさ
らに詳細に記載されている。これらの参考文献に記載されているように、様々な実施例で
は、針といった経皮的な方法を用いて、又はプローブを用いた観血的方法を用いて、ガイ
ドワイヤ２２を配置する。ある実施例では、プローブを通過するガイドワイヤ又はガイド
部材を通過するガイドワイヤの神経刺激といった神経組織の局在診断を用いて、ガイドワ
イヤ２２が標的及び非標的組織の間を通過することを確認する。
【００８７】
　脊柱で実施する方法の実施例では、ガイドワイヤ２２を配置する前後に１又はそれ以上
の材料又は器具を脊柱の硬膜上腔の中に配置して、黄色靱帯といった標的組織と馬尾及び
神経根といった非標的組織との間にさらなる空間を形成する。材料は、例えば、Ｘ線撮影
造影剤といった流体又はゲルを含んでいる。器具は、例えば、バリヤ又は遮蔽器具を含ん
でいる。安全帯を形成するために硬膜上腔の中に材料を注射することが、２００５年７月
２９日に出願されたＸ－Ｓｔｅｎ，Ｉｎｃ．による「Ｓｐｉｎａｌ　Ｌｉｇａｍｅｎｔ　
Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ」と題される米国特許出願番号第１１／１９３，５５
７号（公開番号２００６／００３６２１１）に記載されており、その完全な開示が参照す
ることにより本書に盛り込まれている。脊柱の中に配置するための様々なバリヤ器具が、
例えば、２００５年４月１７日に出願された「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題される米国特許出願
番号第１１／４０５，８５９号（代理人整理番号０２６４４５－０００７２２ＵＳ）に記
載されており、その完全な開示が参照することにより本書に盛り込まれている。
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【００８８】
　図４Ｂを参照すると、遠位ハンドル２４が鋭い先端部２３の上を通され、締め付けレバ
ー２５を動かすことによってガイドワイヤ２２の周りに締め付けられる。様々な実施例で
は、このプロセスのこの時点で又は後の時点で遠位ハンドル２４をガイドワイヤ２２に結
合する。
【００８９】
　次に、図４Ｃに示すように、成形したガイドワイヤの端部２７（図示せず）をガイドワ
イヤカプラ１８に結合することによって、ガイドワイヤ２２を近位部１１に結合する。図
示する実施例では、例えば、成形したガイドワイヤの端部２７を結合部材１８の中に配置
する（先端が中空の矢印）。
【００９０】
　次に、図４Ｄを参照すると、遠位ハンドル２４が患者の中の引っ張り器具１０に引かれ
ることで（先端が中空の矢印）、標的組織ＴＴと接触するよう組織修正部材１６を位置決
めする。ある実施例では、器具１０を脊柱手術で使用して椎間孔を通す場合に、外科医又
は他の医師が、結合部材１８及び／又は組織修正部材１６が孔の中を通過するといったと
きに、孔の中を通る器具１０の触覚フィードバックを使用して、組織修正部材１６が標的
組織ＴＴに対して所望の場所に位置決めされる時点を判断する。代替的又は追加的に、外
科医は、Ｘ線透視法といった放射線画像システム、外科的開口のケースでの直接目視、又
は複数の方法の組み合わせを使用することによって、所望の位置に達したことを確認する
。
【００９１】
　脊柱で器具１０を使用して脊髄の狭窄及び／又は神経系又は神経血管系の衝突を治療す
るある実施例では、器具１０を患者の体内の所定の位置に通して、椎骨を除去せずに組織
を修正する。特に、ある実施例では、椎間孔を通して器具１０を患者の体内に前進させて
、骨を除去せずに患者の体外に出す。これは、一般に、椎弓切開術又は椎弓切除術といっ
た少なくともいくつかの椎骨の除去を含み、多くの場合、単に手術部位にアクセスするた
めに、相当な量の椎弓板、棘突起、小関節面及び／又は椎弓根骨組織を除去する、脊髄の
狭窄を治療するための現状の大部分の外科的方法に反している。ある実施例では、例えば
、黄色靱帯のみを除去するよう使用される器具１０を患者の中に経皮的に前進させ、椎骨
を除去せずに患者から引き出す。
【００９２】
　図４Ｅに示すように、組織修正部材１６を標的組織ＴＴに対して所望の位置に位置決め
すると、近位ハンドル２０及びガイドワイヤハンドル２４を引いて（先端が中空の矢印）
組織修正部材１６を標的組織ＴＴに押し付ける（片方に先端がある中実の矢印）。引っ張
り力／張力を保持する間、ハンドル２０，２４を使用して前後に器具１０を往復移動させ
て（両方に先端がある中実の矢印）標的組織ＴＴを除去する。処置の間、標的組織ＴＴに
と比較して硬い近位シャフト部１３、又は特に柔軟な遠位シャフト部１４を使用して、器
具１０の操作を補助する。例えば、硬いシャフト部１３を使用して、柔軟な部分１４を移
動させ、又は柔軟な部分１４に沿って位置する軸周りにシャフト１２を回動させる。ある
実施例では、例えば、硬い部分１３を使用して、患者に対して後側及び／又は前側の方向
にシャフト１２を回動させ又は柔軟な部分１４を横方向に移動させることによって、椎間
孔の中で柔軟な部分１４を操作する。硬い近位シャフト部１３の硬さは、一般に、完全に
柔軟な器具と比較して、このような操作をし易くする。
【００９３】
　所望の量の組織を除去する際に、ガイドワイヤハンドル２４をガイドワイヤ２２から離
して近位ハンドル２０を引いて器具１０及びガイドワイヤ２２を患者の体外に引き出すと
いったことによって、器具１０を患者から除去する。ある実施例では、器具１０又は追加
の器具を患者の中に再挿入し、別の場所で使用してさらなる組織を除去する。例えば、脊
髄の狭窄の治療処置では、器具１０を使用して第１の椎間孔から組織を除去し（すなわち
、力を解放し）、その後で器具１０を除去して再挿入し別の孔から組織を除去する。この
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ようなプロセスを繰り返して組織を任意の数の椎間孔から除去する。一実施例では、器具
１０が患者の硬膜上腔にあるときに、ガイドワイヤが別の椎間孔の中に配置されるように
、器具１０がガイドワイヤ管腔を有している。そして、器具１０を第１のガイドワイヤ２
２とともに除去して、第２のガイドワイヤに取り付け、第２の椎間孔の中に再挿入して組
織を除去する。ある実施例では、患者の中に器具１０を再挿入して組織を除去する前に、
組織を器具１０から除去する。
【００９４】
　ここで、図５Ａ－５Ｃを参照すると、柔軟な組織修正器具の柔軟な遠位部４０を様々な
視野で示す。図５Ａ－５Ｃ及び図６－２５では、組織修正器具の柔軟な遠位部の様々な代
替的な実施例を全体として真っ直ぐな形態で示す。しかしながら、図示する全ての実施例
は柔軟性があり、これにより湾曲した形態を取ってもよい。本実施例は、単に説明のし易
さのために真っ直ぐな形態を示す。
【００９５】
　一実施例では、柔軟な遠位部４０が、基板４２（又は「柔軟な、遠位シャフト部」）、
基板４２に結合された複数の組織修正部材４４、基板４２の上に配置され開口部４８及び
非外傷性緩衝部４９を形成する非外傷性カバー４６を有している。図５Ｂは、基板４２及
び複数の歯部４５を有した切断部材４４のうちの１つの端面図である。図５Ｃは、基板４
２及び切断部材４４のうちの１つの側面図であり、本実施例では各切断部材４４が２つの
切断エッジ４３を有していることを示している。
【００９６】
　図５Ａの実施例は、間に溝部を具えた複数の歯部４５を有する刃を具えた３つの切断部
材４４を有している。本実施例及び他の実施例では、ステンレス鋼又は上記にされた材料
といったこれらに限定されない切断部材４４は適切な材料を有している。様々な実施例で
は、１乃至２０の切断部材といった任意の数の切断部材４４を使用する。切断部材４４は
適切な高さを有しており、適切な距離で互いに間隔を空けて置かれている。一実施例では
、例えば、切断部材４４が組織を切断し得るが患者の体内で器具の前進又は位置決めを阻
む高さに突出しないように、切断部材４４が緩衝部４９の上方にわずかに突出するよう構
成された高さを有している。ある実施例では、切断部材４４が別の部品として構成され、
溶接又は接着剤で接着することによって基板４２に取り付けられている。ある実施例では
、材料を互いに積層し積層体を付着させて１つの部品を形成することによって、切断部材
４４を作製する。既知の又は近年発明された熱成形、射出成形等といった作製技術を用い
てカバー４６を基板に付ける。
【００９７】
　図５Ａ－５Ｃの遠位部４０の様々な代替的な実施例では、以下の全ての実施例及びその
代替例と同様に、任意の数の切断部材４４を使用し、切断部材４４を任意の適した材料で
作製し、切断部材を任意の形態、様式等で基板４２に沿って配置する。このため、切断部
材４４の様々な代替的な材料、数、様式等は、各代替的な実施例に関しては繰り返して挙
げないこととする。
【００９８】
　ここで図６を参照すると、別の実施例では、柔軟な組織修正器具５０の遠位部が、基板
４２及び溶接などによって基板４２に結合された線鋸５２を有している。図６では、以下
の図７－２２と同様に、図示及び説明を簡略化するために、基板４２を有する各器具の実
施例の一部のみ及び１又はそれ以上の切断部材を示す。また、これらの実施例のうちのい
くつかは、非外傷性及び／又の他の形態のカバーを有しているが、簡単のために、これら
の形態は図示しない。図６の実施例を参照すると、線鋸５２が現在知られ又は近年発明さ
れたＧｉｇｌｉソーといった線鋸を具えており、図示するようなＳ字状のパターン、又は
ジグザグ状、直線状又は他のパターンといった適切な様式又は形態で基板４２に取り付け
られている。
【００９９】
　図７を参照すると、代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具５４の遠位部が、基板４
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２に結合された複数の線鋸５６の部品を有している。さらに、これらの線鋸５６の部品を
、任意の様式で溶接といった手段によって取り付け、Ｇｉｇｌｉソー又は他のタイプの線
鋸を具えている。
【０１００】
　図８は、柔軟な組織修正器具５８の別の代替的な実施例の一部を示しており、研磨材料
６０，６２を基板面に付着させる。ある実施例では、一つのタイプ及び／又は粒子の研磨
材料６０又は６２を使用する一方で、他の実施例は複数のタイプの材料、多種類の粒子か
らなる材料、又はその双方を有している。例えば、図示する実施例では、細かい粒子から
成る材料６０を粗い粒子から成る材料６２の両側に設けている。粒子のこのようなバリエ
ーションは、様々な組織修正の度合い及び／又は粗い粒子６２で多くの量の組織を除去す
る能力を与え、細かい粒子６０で組織に滑らかな仕上げ面を与える。様々な実施例では、
任意の研磨材料６０，６２を使用してよく、接着剤等による接着といった方法を介して基
板４２に材料を接着する。例えば、一実施例が、２００２年１０月２１日に出願され「Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｒｉｂｂｏｎ　Ｆｉｌｅ」と題される全体的な開示が参照することによ
り本書に盛り込まれている米国特許出願番号第１０／２７７，７７６号（公開番号２００
３／０２２５４１２）に記載されているような研磨材料を有している。別の実施例では、
サンドブラスティングといったことにより、研磨面を形成するような方法で基板４２を処
理する。
【０１０１】
　図９を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具６４が、複数の組織
修正部材６６を有しており、それぞれが湾曲した歯部６８を有している。切断部材６６を
ステンレス鋼又は他の材料で作製する。ある実施例では、切断部材６６を黄色靱帯といっ
た靱帯組織を主に切断及び／又は粉砕するよう構成する。
【０１０２】
　図１０を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具７０が、柔軟な基
板４２の第１の主要面に結合された１又はそれ以上の組織修正部材７２を有している。各
組織修正部材７２は、２つの刃部７４間に設けられた基部７３を有しており、基部７３と
各刃部７４との間に湾曲部を具えている。以下に詳細に説明するように、各刃７４は、基
部７３を介して基板４２に結合された第１の端部を有しており、片持ち梁のようになって
いる第２の端部に延びている。ある実施例では、各刃部７４がほぼ一列に並んで（すなわ
ち、刃部７４の側面が基板４２の長手軸に対して約０と約４５度との間の角度を成す）い
てもよく、略垂直（すなわち、刃部７４の側面が基板４２の面に対して約４５と約９０度
との間の角度を成す）であってもよい。刃部７４は、多くの形状、高さ、長さ等のうちの
いずれかを有しており、これらの多くの実施例を以下に記載することとする。例えば、一
実施例では、特に、黄色靱帯といった靱帯組織を切断又はスライスするために刃部７４を
構成する。
【０１０３】
　図１１を参照すると、別の代替的な実施例において、柔軟性のある組織修正器具７６が
、基板の柔軟な部分４２の第１の主要面にわたって横方向に配置された横方向にオフセッ
トした複数の組織修正部材７８を有している。一実施例では、例えば、各組織修正部材７
８が、その両端に設けられた２つの略垂直な刃部８０を具えた基部７９を有している。所
定の実施例で適切な数の組織修正部材７８を使用しもよいが、代替的な実施例では、２つ
の部材７８（４つの刃部７８）と８つの部材（１６の刃部７８）のとの間に限定されない
。刃部８０は、それぞれ三角形又は「鮫の歯」の形状を有しており、２つの鋭い切断エッ
ジ及び片持ちの鋭い先端部を具えている。代替的な実施例では、任意の数の他の刃部の構
成を使用してもよく、そのいくつかを以下に詳細に説明する。一実施例では、黄色靱帯と
いった靱帯組織を切断又はスライスするよう刃部８０を特別に構成する。代替的に、又は
追加的に、骨を切断するよう刃部８０を構成してもよい。一実施例では、各刃部８０が、
黄色靱帯の厚さとほぼ等しい高さ又はそれよりも大きい高さを有している。このような刃
部８０を脊柱の中に配置して、黄色靱帯を通して延ばして骨に接触させる。往復移動させ
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ると、このような刃部８０が黄色靱帯のみを切断するか又は黄色靱帯組織を切断してそれ
が除去された後に骨も切断する。このような刃部の高さ及び構成により、器具７６が横方
向に操作し易くなる。垂直方向に向いた刃を有する組織修正器具の様々な代替的な実施例
を以下に詳細に記載する。
【０１０４】
　図１２を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具８２が、チーズお
ろし器に見られるような、突出したエッジを具えた基板４２の穴として形成された複数の
組織修正部材８４を有している。切断部材８４の突出したエッジは、切断するよう先端が
鋭い。任意の数の組織修正部材８４を含めてよく、それらは所望の大きさを有してよく、
任意の様式で基板上に形成してよい。ある実施例では、切断組織が切断部材８４の穴を通
過することで、基板４２を通り抜ける。ある実施例では、組織捕捉器具又は部材を基板４
２の背面に結合して切断部材８４を通過する切断組織を収集する。
【０１０５】
　図１３を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具８６が、基板４２
の上方に向いた穴として形成された複数の組織修正部材８８を有している。切断部材８８
の突出端部は切断するよう鋭くなっている。任意の数の組織修正部材８８を含めてよい。
ある実施例では、切断組織が切断部材８８の穴を通り、さらには基板４２を通る。ある実
施例では、組織捕捉器具又は部材を基板の背面に結合して切断部材８８を通過する切断組
織を収集する。
【０１０６】
　図１４を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具９０が、基板４２
から突出するフラップとして形成された複数の組織修正部材９２を有しており、各フラッ
プ９２が先の鋭い切断エッジ９４を有している。任意の数の組織修正部材９２を含めてよ
い。ある実施例では、切断組織がフラップ状の切断部材９２の下方さらには基板４２を通
る。ある実施例では、組織捕捉器具又は部材を基板の背面に結合して、切断部材９２を通
る切断組織を収集する。
【０１０７】
　図１５を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具９６が、基板４２
に結合した丸みのある切断器具として形成された複数の組織修正部材９８を有している。
ある実施例では、各切断部材９８が溝部によって分けられた複数の頂部を有している。一
実施例では、切断部材９８が螺旋状又はネジのような構成を有している。
【０１０８】
　図１６を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１０２が、基板４
２に結合した薄いフラップ状の刃を具えた複数の組織修正部材１０４を有しており、各切
断部材１０４が先の鋭い刃のエッジ１０６を有している。任意の数、大きさ及び構成の刃
を使用する。
【０１０９】
　図１７を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１０８が、複数の
異なるタイプの組織修正部材１１０，１１１を有している。例えば、ある実施例は、１又
はそれ以上の鋸歯状の組織切断部１１０を有しており、各切断部１１０が複数の三角形の
突出歯１１２、及び１又はそれ以上の刃付きの組織切断部１１１を有している。様々な実
施例では、歯部１１２及び／又は刃部１１３を特別に構成して、黄色靱帯組織、骨、又は
双方を切断する。
【０１１０】
　図１８を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１１４が、基板４
２、複数の返し１１７（又はフック、針等）を有する組織係合部材１１６、及び突出刃と
いった１又はそれ以上の組織切断部材１１８を有している。様々な実施例では、組織係合
部材１１６が、黄色靱帯といった軟組織を引っ掛け、捕らえ、掴み又はそうでなければ係
合させる。組織切断部材１１８は、組織係合部材１１６に追随して、伸長／引っ張られた
組織を切断する。このように、切断する前に組織を伸長又は引っ張ることで、組織の切断
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をし易くし又は促進する。
【０１１１】
　図１９を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１２２が、複数の
支持構造１２６に結合されたワイヤメッシュ１２４と、片側の非外傷性材料１２８とを有
している。全ての部品は、上述したような適切な材料で作製される。
【０１１２】
　図２０を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１３０が、複数の
溝部１３６が切り込まれた中央チャンバ又は管腔１３４を有する中空の平らなシャフト１
３２を具えている。各溝部１３６のエッジを突出又は鋭くさせて刃部エッジ１３８を形成
することで、刃の付いた複数の組織修正部材を形成する。刃部１３８によって切断された
組織は、刃部１３８の下方を通って管腔１３４の中で収集されることで、患者の外に移送
される。
【０１１３】
　図２１を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１４０が、チーズ
おろし器に見られるような突出した端部を具えた基板４２の穴として形成された複数の組
織修正部材１４２を有している。切断部材１４２の突出端部は、切断するよう先が鋭くな
っている。任意の数の組織修正部材１４２を含めてよい。ある実施例では、切断組織が切
断部材１４２の穴、そして基板４２を通る。ある実施例では、組織収集チャンバ１４８を
形成する組織収集部材１４４を基板４２の背面に結合して切断部材１４２を通る切断組織
を収集する。また、組織収集チャンバ１４４は、非外傷性の組織保護部材として機能し、
例えば、側面の緩衝部１４６を有しており、器具１４０の鋭い端部で非標的組織を傷付け
るのを防ぐ。ある実施例では、組織収集部材１４４を、ワイヤ又は炭素繊維といった複数
の繊維１４５によって強化してもよい。
【０１１４】
　図２２を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１５０が、結合部
１５４を介して結合している複数の部分１５２を有しており、時計用バンドの構成に似て
いる柔軟な器具構成を形成している。切断エッジ１５８を有する組織修正部材１５６を各
部分１５２の片側に設けて組織を切断する。
【０１１５】
　図２３を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１６０が、複数の
頂部を有する１つの湾曲した組織修正部材１６２を有している。
【０１１６】
　図２４を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１６６が、１つの
湾曲した組織修正部材１６８及び基板４２の複数の開口部１７０を有しており、各開口部
が基板の組織収集チャンバ１７２に開口している。
【０１１７】
　図２５Ａ及び２５Ｂを参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具１７
４が、複数の突出した組織修正部材１７６を有しており、各組織修正部材１７６が開口部
１７８の近くの基板４２上に設けられ、開口部１７８を通して切断組織が組織収集チャン
バを通過する。
【０１１８】
　様々な実施例では、所定の柔軟な組織修正器具が、切断、切除、切開、修復、血流減少
、収縮、シェービング、バリ取り、咬合、改造、生検、創面切除、溶解、減量、研磨、や
すりかけ、加熱、冷却、気化、標的組織への薬剤送出及び／又は標的組織を引っ込めると
いった、多くの様々な方法で組織に作用する。また、例えば、上記の器具のうちの多くに
、組織修正処置の際に溶着する薬剤、骨ろう、発泡ゲル等を任意に充填してもよい。トロ
ンビン、ＮＳＡＩＤ、局部麻酔薬、オピオイドといった適切な薬剤を様々な方法で器具を
介して送出させてもよい。また、ある実施例では、器具が、減圧した椎間孔の開存性を保
持するためのステント状のインプラント、黄色靱帯組織を引き出すためのリベット、ステ
ープル又はこれに似た器具、組織の包帯等といったインプラントを送出してもよい。ある
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実施例では、器具が、鎮痛のため又は組織の弾性率を変えて組織の修正をし易くするため
に組織を冷却又は凍結させてもよい。また、器具のある実施例は、超音波、ＭＲＩ、反射
分光学、光ファイバ、内視鏡、電荷結合素子（ＣＣＤ）、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭ
ＯＳ）又は他のデバイスといった視覚化及び／又は診断的要素を有している。
【０１１９】
　また、本書に記載した器具のうちのいくつかは、任意に、神経の識別及び／又は局在診
断ための１又はそれ以上の要素を有している。例えば、ある実施例では、柔軟な組織修正
器具が、器具の側面又は背面（すなわち、非標的組織に傷付けないように面するよう構成
された面）に１又はそれ以上の神経刺激電極を有している。このような電極を使用して、
器具の非外傷性側の面を非標的神経組織に確実に接触させることで、器具の組織修正部材
を確実に標的組織に向ける。また、ある実施例では、器具の上面であって組織修正部材に
又はその近くに１又はそれ以上の電極を有しており、器具を所望の位置にさらに確実に配
置する。このような神経の局在診断器具及び方法のさらなる説明に関しては、参照するこ
とにより上記に盛り込まれた米国特許出願番号第１１／４５７，４１６号を参照されたい
。
【０１２０】
　様々な代替的な実施例では、上記の組織修正器具及び方法のうちのいずれかを、１又は
それ以上の椎骨の解放器具と組み合わせて使用してもよい。一実施例では、例えば、（Ｓ
ｔ．Ｆｒａｎｃｉｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ａｌａｍ
ｅｄａ，Ｃａｌｉｆ．，ｗｗｗ．ｓｆｍｔ．ｃｏｍによって提供される）Ｘ　ＳＴＯＰ?
インプラントといった棘突起間のインプラントを、隣接する棘突起間に挿入し、本書に記
載のアクセス器具及び／又は組織除去器具を使用して、脊柱の組織を除去又はそうでなけ
れば修正する。このようなインプラントを挿入及び処置の後に所定の位置に置く一方、代
替的な実施例では、組織除去処置の際のみに解放器具を使用してもよい。このような解放
／組織除去の組み合わせの様々な実施例及び態様が、２００７年１月１０日に出願され、
全体的な開示が参照することにより本書に盛り込まれている「Ｓｔｅｎｏｓｉｓ　Ｔｒｅ
ａｔｍｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」と題される米国仮特許出
願第６０／８８４，３７１号（代理人番号０２６４４５－００１５００ＵＳ）に詳細に記
載されている。ここで図２６Ａ－２６Ｃを参照すると、組織を除去するために使用する柔
軟な組織修正器具１８０及び方法の一実施例が示されている。上記の実施例で説明したよ
うに、脊柱の硬膜上腔及び椎間孔で器具１８０を使用して脊髄の狭窄を治療するが、図２
６Ａ－２６Ｃに示すような概略的な形式では、組織の一般的な部分に作用する。図示する
実施例では、組織修正器具が、硬い近位シャフト部１８２及び柔軟な遠位シャフト部を有
しており、使用時に後者がガイドワイヤ１９２に結合される。柔軟な遠位シャフト部１８
４が、下部基板１８６及び上部基板１８８を有しており、この２つの基板間に組織収集ス
ペースが形成されており、上部基板１８８の１又はそれ以上の開口部を通って延びるよう
に、複数の組織修正部材１９０が下部基板１８６に結合されている。器具１８０を引っ張
って（先端が中空の矢印）往復移動させ（図２６Ｂ及び図２６Ｃの先端が中実の矢印）、
組織にわたって切断部材１９０を前後に移動させ、これにより組織を除去する。
【０１２１】
　一実施例では、組織１９６が除去されると、それが上部基板１８８の開口部を通って、
基板１８６，１８８間の組織捕捉部１８９に捕捉される。張力の下で器具１８０を前後に
往復移動させると、捕捉された組織１９６を基板の間で圧迫して切断部材１９０からより
遠くに移動させることで、より多くの切断組織１９６を収集部１８９の中に通して移動さ
せることが可能となる。ある実施例では、器具１８０がさらに、上部基板１８８及び下部
基板１８６の間に配置された側面の筐体を有しており、切断組織１９６が収集部１８９の
両脇から外に出るのを防止する。また、上部基板１８８は、面関節に血液を供給する横方
向の血管といった非標的組織を損傷から保護する。
【０１２２】
　図２７Ａ－２７Ｃは、図２６Ａ－２６Ｃを参照して説明したのと同じような、２つの基
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板から成る柔軟な組織修正器具の別の実施例を示す。図２７Ａは、ダボ２０３といった円
形構造の周りに上部基板２０４及び下部基板２０２を巻きつつ、上部基板２０４を下部基
板２０２に結合することによって、器具２００を作製する方法を示す。ダボの周りに基板
２０２，２０４を巻いて付着点でそれらを互いにくっ付けることによって、上部基板２０
４の曲率半径が下部基板２０２の曲率半径よりも小さくなる。その後、図２７Ｂ及び図２
７Ｃに示すように、器具２００を真っ直ぐにし、下部基板２０２を上部基板２０４に対し
て外側に曲げることで、これらの基板間に組織収集のための空間２１２を形成する。さら
に、組織修正部材２０６を下部基板２０２の上面に付けると、真っ直ぐな形態に器具２０
０を保持する際に上部基板２０４が切断部材２０６の上方に上がるが、湾曲した形態に器
具２００を保持すると、切断部材２０６が上部基板２０４の１又はそれ以上の開口部２１
０を通って突出する。様々な実施例では、基板２０２，２０４を、切断部材２０６から所
望の距離だけ離れた取り付け線２０８で結合する。
【０１２３】
　ここで、図２８Ａ及び図２８Ｂを参照すると、２つの基板から成る柔軟な組織修正器具
２１４の別の代替的な実施例を示す。本実施例は、図２７Ａ－２７Ｃを参照して説明した
実施例と似ており、下部基板２１６に取り付けられた上部基板２１８を有して２つの基板
に間に組織収集部２１７を形成している。しかしながら、本実施例は、器具２１４の組織
修正部材（図示せず）から切断して収集した組織を離し易くする複数の一方向弁２２０の
追加的な態様を有している。図２８Ａの拡大部分を示す図２８Ｂに示すように、切断組織
２２２が弁によって捕捉されることで組織収集チャンバ２１７の中央部及び組織修正部材
に移動するのを防ぐ。
【０１２４】
　図２８Ｃは、器具の代替的な実施例の一部を示しており、上部基板２１８’、下部基板
２１６’、組織収集チャンバ２１７’、及び切断組織２２２’を捕捉するための複数のワ
ンリーフ弁２２０’を有している。
【０１２５】
　ここで、図２９Ａを参照すると、別の実施例では、組織修正器具２３０の柔軟な部分が
、シャフト２３２、シャフト２３２に配置された基板２３４、基板２３４の上に配置され
開口部２３８を有する上部浮動基板２３６、及び基板２３４上に配置され開口部２３８を
通って延びる複数の組織修正部材２４０を有している。
【０１２６】
　図２９Ｂ及び２９Ｃは、わずかに変えた実施例の端面図であり、浮動基板２３６が成形
されており、組織修正部材２４０がもっと上がっている。これらの図は、図２９Ｂのよう
に、切断部材２４０が開口部２３８を通って切断組織に延びるように、浮動基板が下方に
自由に浮動し、図２９Ｃのように、浮動基板が組織修正部材２４０を覆ってそれらが組織
を切断しないように、上方に自由に浮動することを示している。浮動基板２３６が上方に
浮動すると、浮動基板２３６がシャフト２３２のアーム２３３によって捕捉される。組織
が切断部材２４０によって切断されると、組織が開口部２３８を通過して基板２３４と浮
動基板２３６との間の空間に入る。より多くの切断組織が切断されてこの空間に集められ
ると、浮動基板２３６が上がって切断部材２４０が次第に切断組織に当たらなくなる。こ
のように、浮動基板は、処置の際に十分な量の組織が除去されたことを判断し易くする。
【０１２７】
　ここで、図３０を参照すると、ある実施例では、柔軟な組織修正器具２５０が、中空の
シャフト２５１を有しており、その近位端が近位ハンドル（図示せず）に結合され、その
遠位端がガイドワイヤカプラ２６２を有している。一実施例では、シャフト２５１をステ
ンレス鋼の中空管といった材料の１部品で形成し、ガイドワイヤカプラ２６２を同じ部品
の材料で形成するか、又は代替的に、シャフト２５１に溶接される別の部品で形成する。
シャフト２５１は、硬い近位シャフト部２５２及び遠位の柔軟なシャフト部２５４を有し
ている。ある実施例では、シャフト２５１の近位部２５２が、ほぼ管状形を有しており、
遠位部２５４を形成するよう平らになっている。遠位部２５４は、柔軟性又は追加の柔軟
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性を与えるよう複数のスリット２５６を有している。また、遠位部２５４は、図２０に記
載された実施例のように、遠位部２５４に溝部２５８を形成して各溝部２５８の一方の側
に切断エッジを立たせることによって形成された、複数の切断部材２６０を有している。
様々な実施例では、任意の数の溝部２５８、切断部材２６０及びスリットを含んでいる。
異なる実施例が、例えば、切断すべき組織、アクセスされる解剖学的構造等に応じて、異
なる数のこれらの態様を含んでいる。
【０１２８】
　ある実施例では、器具２５０が、この器具を通して除去した組織を移送するための手段
を有しており、器具の別の部分に除去した組織を保管し易くしたり、患者の外に除去した
組織を移送し易くしたり、その双方を容易にする。また、他の器具の実施例が、図２６－
２９を参照して説明した実施例のような組織移送手段を有しており、それは、基板間に組
織収集チャンバを形成する複数の基板を有している。ある実施例では、図２６－２９のよ
うな２つの基板から成る器具が、材料に少なくとも部分的に覆われ又は側面で付着してお
り、基板間に囲まれた組織収集チャンバを形成する。他の実施例では、組織収集部が完全
に囲まれてなくても、２つの基板間で組織を移動させる。いずれにしても、組織を収集す
るための手段を有する柔軟な組織修正器具の実施例が、器具の外、すなわち患者の体外に
組織を移送するための手段を任意に有している。ある実施例では、１又はそれ以上の収集
チャンバ又は保管領域に切断組織を簡単に収集し、その後で患者から器具を除去すること
によって患者から除去する。しかしながら、他の実施例では、組織移送手段を使用して、
患者から器具を除かずに組織修正器具を通して患者の外に組織を移動させる。ここで、こ
のような組織移送手段のいくつかの実施例を説明することとする。
【０１２９】
　ここで、図３１を参照すると、一実施例では、柔軟な組織修正器具２７０（横断面を概
略的に示す）が、内部の組織収集管腔（又は「チャンバ」）２７８を形成する中空のシャ
フト２７０を有している。溝部２７４をシャフト２７２の面に形成し、組織修正部材２７
６を溝部２７４間に形成する。（ある実施例では各切断部材２７６の一端が立ち上がって
鋭くなっているが、説明を簡単にするために切断部材２７６を概略的に示しており、立ち
上がったり鋭くなってはいない。）ある実施例では、組織移送手段が、流体を組織収集管
腔２７８の中に導入するための洗浄チューブ２８０（又は管腔）を有しており、吸引（又
は「真空」）力を組織収集管腔２７８に加えて、流体及び切断組織を吸引して器具２７０
の外に出す。代替的な実施例では、別々の吸引チューブ（又は管腔）を含めてもよい（図
示せず）。組織修正部材２７６によって組織が切断されると、循環する洗浄流体の力とと
もに吸引力を介して、組織が収集管腔２７８（先端が中実の矢印）の中に導かれる。様々
な実施例では、既知の吸引器具が器具２７０の近位端に結合されて吸引を与え、既知の洗
浄器具が洗浄チューブ２８０に結合されており洗浄を与える。洗浄チューブ２８０及び収
集管腔２７８は所望の直径を有しており、適切な材質で作製される。
【０１３０】
　ここで、図２８４を参照すると、代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具２８４が、
複数の溝部２８８及び組織修正部材２９０を有する中空のシャフト２８６と、シャフト２
８６の中に移動可能な組織修正区画２９２を有する組織移送手段と、器具２８４の外に区
画２９２を引き出すプルワイヤ２９４と、を有している。組織を切断すると、その少なく
ともいくつかが、組織収集区画２９２の中に入る（又は組織修正部材２９０によって組織
収集区画２９２の中に移動する）。常にプルワイヤ２９４を使用して、器具２８４を通し
て手前に区画２９２を引っ込めて切断組織を外に移動させる。ある実施例では、区画２９
２から切断組織を出して、プルワイヤ２９４を使用してシャフト２８６の中にプルワイヤ
２９４を押し入れることによって、シャフト２８６の中に戻す。別の実施例では、手術の
際に一度だけ区画２９２を満たす。区画２９２は、様々な実施例に従った所望の大きさ、
形状及び構成を有しており、適切な材料でできている。
【０１３１】
　ここで、図３３を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具２９６が
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、コンベヤのベルトの構成のような、複数の溝部３００及び組織修正部材３０２を有する
中空のシャフト２９８と、外側の組織接着面３０５を有して回転ダボ３０６の上に設けら
れた柔軟な材料３０４の平らな部品を有する組織移送手段とを有している。切断組織が溝
部３００を通ってシャフト２９８の中に入るか又はその中に向かうと、切断組織が接着面
３０５にくっ付くことで、器具２９６の外に向けて手前に運ばれる。ある実施例では、ダ
ボ３０６及び／又は近位のダボ（図示せず）が、材料３０４が一方向にのみ移動し得るよ
うに、ラチェット機構を有している。様々な実施例では、材料３０４を作製するのに、様
々な柔軟なポリマー等といった任意の材料を使用する。
【０１３２】
　図３４Ａを参照すると、別の実施例では、柔軟な組織修正器具３０８が、複数の溝部３
１２及び組織修正部材３１４を有する中空のシャフト３１０と、引っ込めることができる
組織接着材料３１６を有する組織移送手段とを有している。上記の実施例と同じように、
適切な材料３１６を使用する。ある実施例では、材料３１６を引っ込めて清掃し、再挿入
する。他の実施例では、多数の部品から成る材料３１６を使用する。
【０１３３】
　ある実施例では、図３４Ｂ及び図３４Ｃに示すように、ラチェット機構３１８を使用し
て材料３１６を引っ込める。例えば、材料３１６は、複数の開口部３１８又はスリットを
有しており、ラチェット機構３１８の歯部を使用して材料３１６を器具３０８の外に引き
出す。
【０１３４】
　図３５を参照すると、別の代替的な実施例では、柔軟な組織修正器具３２０が、複数の
溝部３２４及び組織修正部材３２６を有する中空のシャフト３２２と、それぞれが組織接
着材料３３０を有する複数のワイヤ３２８を有する組織移送手段とを有している。例えば
、材料３３０及びワイヤ３２６をパイプクリーナーと同じように構成する。別の実施例で
は、材料３３０が、ワイヤ３２６を曲げた複数の曲がり部、フック又は他の様式を具えて
いる。様々な実施例では、わずかに１つのワイヤ３２８又は２０もしくはそれ以上のワイ
ヤ３２６を器具３２０の中に予め装填する。複数のワイヤ３２８を装填した場合、手術の
際にそれらを一つずつ引き出してそのまま組織を除去する。ある実施例では、手術の際に
１又はそれ以上のワイヤ３２８を挿入する－すなわち、新たなワイヤ３２８を挿入し及び
／又は使用済みのワイヤ３２８を洗浄して再挿入する。様々な実施例にしたがって、適切
な大きさ、形状、構成、数量及び材質を使用してよい。
【０１３５】
　図３６Ａ－３６Ｂは、組織収集部（袋部３６０１）を有する組織修正器具の別のバリエ
ーションを示す。本実施例では、下部（図３６Ａに示す背面）と上部（図３６Ｂに示す切
断面）との間に形成された袋部として組織収集部を構成する。袋部（器具の背面）を形成
する下面を柔軟な材料で形成する。本実施例では、背面をＰＥＴといった柔軟なポリマ材
料で形成する。本実施例では切断面を第１の主要面と称し（図３６Ａ）、図３６Ａに示す
ように、袋部の外側にある下面を第２の主要面と称する。図３６Ａ及び３６Ｂでは、（例
えば、ほぼ平らの）第１の主要面及び第２の主要面は、縫合により互いに付着している。
例えば、ニチノール糸を使用して第２の主要面を形成する材料を第１の主要面を形成する
材料（金属）に縫合する。代替的に、接着剤及び／又は２つの面を溶かすよう使用する熱
処理によって、第２の面を第１の面に接着し得る。また、射出成形プロセスによって、第
２の面を第１の面に結合し得る。
【０１３６】
　図３６Ｃは、袋部として構成された組織収集部を有する組織修正器具の別のバリエーシ
ョンを示す。本実施例は、第１及び第２の主要面を共に形成する材料を固定するよう使用
する縫合が異なって縫われている点を除いて、図３６Ａに示す実施例と非常に似ている。
あるバリエーションでは、組織収集部が取り外し可能である。例えば、第２の主要面を形
成する材料を取り外せるようにしてもよい。ある実施例では、組織収集部が膨張可能であ
る。
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【０１３７】
　図３７Ａ及び図３７Ｂは、組織修正器具の別のバリエーションを示しており、第２の主
要面（図３７Ａでは背面）及び第１の主要面（図３７Ｂでは切断面）が、それらの間に組
織収集部を形成する。本実施例では、第２の主要面が複数の線を切れ込んだ金属材料で形
成される。第１及び第２の主要面を１つの管状部材で製造する。これらの平行な切れ目は
、細長い薄板を形成し、それによって金属の下部３７０１がより柔軟になる一方で、下面
を形成する金属３７０１の相対的な剛性に基づいて、組織収集部３７０１が分かれるよう
保持する。このため、器具が動作すると下面３７０１と切断面３７０５との間の組織収集
部が開く状態となる。あるバリエーションでは、組織収集部が、組織を切断又はそうでな
ければ修正するために組織に当たるよう器具を動かすために張力を加える場合でさえも、
組織収集部が開いた状態にし易くするフレーム又は構造を有している。
【０１３８】
　本書に記載された組織収集部のいずれかを、動かない組織収集部として構成してもよい
。動かない組織収集部により、器具から除去するよりもむしろ、収集した組織をこの部分
の中に保管できる。例えば、あるバリエーションでは、組織収集部が（取り外し可能な袋
部といった）袋状である。手術の際に、本器具によって切除された組織を袋部の中に保管
し得る（動かない保管）。組織収集部は後で空にすることができ、又は袋部全体を廃棄す
ることが可能である。
【０１３９】
　取り外し可能な組織収集部（例えば、取り外し可能な袋部）及び取り外し可能な組織収
集部を含む組織修正器具を図３８Ａ－４４Ｃに示す。例えば、図３８Ａ及び３８Ｂは、膨
張可能な且つ取り外し可能な組織収集部の動作を示す。本実施例では、上面（切断面）３
８０３に整合するよう構成された２の摺動可能な進路に結合された柔軟な部分３８０５に
よって、取り外し可能な袋部を形成する。図３８Ｂに示すように、使用の際に組織収集袋
部に材料を装填して膨らませる。（例えば、十分いっぱいになった場合に）袋部を取り外
して空にするか又は廃棄する。同じようなバリエーションを図３９Ａ－４０Ｂに示す。例
えば、図３９Ａ－３９Ｂでは、切断面３９０３（第１の主要面）が、膨張可能又は取り外
し可能な第２の主要面３９０１が袋部（組織収集部）を形成するよう摺動する進路又は案
内部３９０１を有している。図３９Ｃは、ちょうど取り外し可能な面を通る断面を示して
いる。本実施例では、面３９０３を形成する膨らむことができる材料を、切断面に結合す
るよう進路の中で固定された２つの平行な棒又はワイヤに結合されている。
【０１４０】
　図４０Ａ及び４０Ｂは、同じような膨らませる組織収集部を示しており、進路又は案内
部４００５を第２の（膨らませる）面に取り付けている。本実施例では、第２の膨らませ
る面が取り外し可能であるが、上面（切断面４００１）に摺動可能に係合する。図４０Ｃ
は、下面の斜視図を示す。
【０１４１】
　図４１Ａ及び４１Ｂは、第１及び第２の主要面間に形成された膨らませ且つ取り外せる
組織収集部の別のバリエーションを示しており、図３８Ａ及び３８Ｂに示すバリエーショ
ンに似ている。本実施例では、（膨らませる部材４１０１を有する）下面が、２つの面が
共に摺動してそれらの間に組織収集部を形成するように、切断面に整合し得る２つの進路
を有している。袋部が２つの面の間に形成されている。固定タブ４１０３，４１０５を２
つの面の間で係合させることによって、上面に下面を固定する。固定タブは、２つの面の
間で適合する係合部である。例えば、固定タブは、対向面の突起部に係合する一方又は双
方の面の凹部である。図４１Ｂは、撓んだ状態の図４１Ａの器具を示す。器具を曲げるこ
とで、２つの面を共に固定し易くする。例えば、器具を曲げることでタブロックが引張及
び又は圧縮方向に位置して、切断面、及び下部の膨らませる面を共に固定し易くする。本
実施例では、下面が切断面の遠位端を摺動する。
【０１４２】
　ある実施例では、組織収集部を形成する下面が、使用後に（例えば、組織でいっぱいに
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なった後に）廃棄して切断面４２０３を再利用するように、使い捨て可能である。図４２
は、使い捨て可能な部材４２０１を有する器具の一バリエーションを示す。本実施例の使
い捨て可能な部材は、２つの平行な面を有している。第１の面は、第１の面及び第２の膨
らませる材料４２１０の間に形成された袋部の中に開いた切れ目４２０７又は通路を有し
ている。使い捨て可能な組織収集部は、使い捨て可能な組織収集部の上面の切れ目４２１
２を通して切断面４１０３に整合する。使い捨て可能な組織収集部（袋部）を固定タブ４
２０５，４２０５’によって切断面に固定してもよい。
【０１４３】
　図４３－４４Ｃは、（場合により再使用可能な）切断面に整合する取り外し可能な組織
収集袋部の他のバリエーションである。例えば、図４３では、使い捨て可能且つ取り外し
可能な袋部４３０２を、切断面４３０４の上を摺動するよう構成する。切断面は、複数の
デブリポート４３０１を有している。不用な袋部４３０２が（例えば、固定タブ４３０９
，４３０９’を係合させることによって）切断面４３０４に固定されている場合、これら
のデブリポート４３０１が組織収集部４３１１に開いている切れ目と揃う。本実施例では
、不用な袋部が切断面の遠位端の上を摺動する。
【０１４４】
　図４４Ａ－４４Ｃは、組織修正器具の別のバリエーションを示しており、少なくとも２
のワイヤ（番号を要する）、切断面及びワイヤに取り付けられたメッシュ４４０５で器具
を形成する。切断面は、実際には２つのワイヤに結合された複数の別々の切断面４４０３
である。メッシュがワイヤに取り付けられ、（切断面を保持する）上面及び（保護用の）
下面の間の組織収集部を形成する。図４４Ａでは、３つの切断面を示しており、図４４Ｃ
は別々の切断面４４０３のうちの１つの拡大図を示す。切断面は、高さｈだけ上方に突出
する複数の切断面又は刃を有しており、図４４Ｃに示すように、切断面の最小限の幅はＤ
である。図４４Ｂは、切断面のレベルにおける図４４Ａに示す組織修正器具を通る断面を
示す。切断面間で、器具の上面（組織に当たるよう動かされる面）が組織収集部の中の複
数の開口部又はポート４４０５を有している。あるバリエーションでは、メッシュ又はワ
イヤを、ニチノールといった形状記憶材料で少なくとも部分的に形成する。ある実施例で
は、器具を形成するメッシュが、膨張可能な材料によって少なくとも部分的に作製されて
いる。このため、組織収集袋部が膨らむことができる。メッシュを形成する器具に、潤滑
性のポリマーといった潤滑材料でコーティングを施し及び／又は潤滑材料を含浸させ、こ
れにより、器具を標的組織から引き出す際の摩擦を減らす。
【０１４５】
　また、本書に記載の器具のいずれかが、神経の識別及び／又は局在診断のための１又は
それ以上の部品を任意に有している。例えば、ある実施例では、柔軟な組織修正器具が、
器具の背面又は下面（すなわち、傷付けずに非標的組織に面する側）に１又はそれ以上の
神経刺激電極を有している。電極を使用して、器具の非外傷性側を非標的の神経組織に確
実に接触させることで、器具の組織修正部材を確実に標的組織に向きを合わせる。また、
ある実施例では、器具が、組織修正部材の又はその近くの上面に１又はそれ以上の電極を
有しており、器具を所望の位置にさらに確実に位置決めする。このような神経局所診断器
具及び方法のさらなる説明として、参照することにより上記に盛り込まれた米国特許出願
番号第１１／４５７，４１６号を参照されたい。
【０１４６】
　図４５を参照すると、別の代替的な実施例では、組織修正器具１６０が、近位の硬いシ
ャフト部１６３、第１の主要面１６５及び対向する第２の主要面１６７を有する遠位の柔
軟な部分１６４、及び第１の主要面１６５にわたって横方向に設けられほぼ一列に並ぶ複
数の略垂直方向に向いた刃部１６６を具えた細長い本体１６２（又は「シャフト」）に結
合された近位ハンドル１７０適切に有している。第２の主要面１６７は非外傷性であり、
非標的組織ＮＴＴを傷付けるのを防ぐ。柔軟な部分１６４に又はその近くにガイドワイヤ
カプラ１６８を形成し（又は取り付け）、ガイドワイヤ１７２に結合することで、ガイド
ワイヤ１７２の周りにハンドル１７４を締め付けるための締め付けレバー１７５を有する
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ガイドワイヤハンドル１７４（又は「遠位ハンドル」）に結合する。一実施例では、器具
１６０が多くの特性を有しており、図２Ａの器具１０といった上記の実施例と大体同じよ
うな方法で使用する。しかしながら、刃部１６６の数量、高さ、長さ、構成及び配置が、
器具１６０に固有の組織切断／除去特性を与える。
【０１４７】
　図４５では、一般的な軟組織／骨の組み合わせと非標的組織ＮＴＴとの間の曲がった通
路に沿って患者に通され患者の体外に引き出される器具１６０を示す。一実施例では、代
替的な実施例を参照して上述したように、患者の脊柱の椎間腔（黄色靱帯と神経／神経血
管組織との間）を介して器具１６０を患者に通して患者の外に出す。器具１６０が、軟組
織及び／又は骨といった標的組織を修正すべく所定の位置に位置すると、ハンドル１７０
，１７４を引いて（先端が中空の矢印）力を加えることで、軟組織の中に刃部１６６を押
し付ける（先端が片方のみの中実の矢印）。そして、器具１６０を往復移動させて（先端
が両方にある中実の矢印）、引く力の全て又は一部を保持しつつ、標的軟組織及び／又は
骨を除去又はそうでなければ修正する。上記のように、往復器具を往復移動させて組織を
除去する前に、ある実施例では、第２の主要面１６７及び／又は第１の主要面１６７に結
合した電極と言ったものを具えた器具を使用して神経組織の近くを刺激する。このような
神経刺激により、器具１６０が治療すべく所望の位置に確実に配置され、筋電図検査法（
ＥＭＧ）、筋収縮の目視による観察及び／又はそれらに似たものを使用して監視される。
第２の主要面１６７を、非外傷性材料で第２の主要面１６７を形成する、製造プロセスの
間に面１６７を滑らかにする、面１６７に非外傷性カバーを付ける及び／又は滑らかなコ
ーティングで面１６７をコーティングするといった、これらに限定されない多くの様々な
方法で、非外傷性に作製する。
【０１４８】
　様々な実施例では、軟組織（黄色靱帯又は他の靱帯組織）、骨又はこれら双方の組み合
わせを除去するよう器具１６０を最適化する。このような最適化は、例えば、刃部１６６
の様々な高さ、長さ、エッジタイプ、数量及び／又は配置によって実現する。ある実施例
では、軟組織を除去した後に器具１６０を往復移動させ続けることによって、及び／又は
様々な大きさの引張力を使用して様々なタイプの組織を除去することによって、器具１６
０で軟組織及び骨の双方を除去し得る。例えば、一実施例では、外科医が軟組織のみを除
去することを望む場合、外科医は第１の大きさの引張力を加える。代わりに、使用者が骨
組織のみを除去することを望む場合には、十分な力を加えて靱帯を通して骨を速やかに切
断し対処し得る。他の実施例では、同じような手順により、使用者が器具１６０に第１の
大きさの張力を加えて軟組織を除去し、第２の大きさの張力を加えて骨を除去する。一般
に、皮質骨を切断するのに、例えば、約３０，０００ｐｓｉの力を要する。このため、骨
を切断することを要する実施例では、少なくともいくつかの刃部１６６が骨切断用先端部
を有している。このような実施例では、第１の主要面１６５が骨の表面の上で曲がる場合
に、（靱帯と言った）軟組織の中に押し込まれ得る刃部１６６を具えた活動領域を有して
おり、器具１６０に手で加えられる張力を活動領域の中の刃部１６６の骨切断用先端部の
総表面積で割ったものは、少なくとも３０，０００ｐｓｉである。代替的な実施例では、
少なくともいくつかの刃部１６が骨保護用端部を有しており、器具１６０に手で加えられ
る張力を活動領域の中の刃部１６６の骨保護用端部の総表面積で割ったものは、３０，０
００ｐｓｉよりも小さい。このような実施例により、刃部１６６が骨の上に乗り又はその
上で「スケートをする」ことで軟組織の除去に集中する場合に、軟組織を除去し易くなる
。
【０１４９】
　図４６を参照すると、一実施例では組織修正器具１８０が、近位の硬いシャフト部１８
３及び遠位の柔軟な部分１８４を有する細長い本体１８２の一端に結合された近位ハンド
ル１８９を有している。複数の略垂直な、ほぼ一列に並んだ刃部１８６，１８６’を柔軟
な部分１８４の第１の主要面１８５に設ける一方、第１の主要面１８５に略対向する第２
の主要面１８７が、組織修正処置の際に非標的組織の損傷を抑えるよう実質的に傷付けな
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い。（さらに、「ほぼ一列に並ぶ」とは、各刃部の側面が細長い本体の長手軸方向に対し
て約０度と約４５度との間の角度で揃うことを意味する。「略垂直」とは、各刃部が細長
い本体の第１の面に対して約４５度と約９０度との間の角度を成すことを意味する。）ま
た、柔軟な部分１８４は、その遠位端にガイドワイヤカプラ１８８を有している。
【０１５０】
　さまざまな実施例では、多くが以下に記載されているように、刃部１８６，１８６’の
適切な組み合わせが所定の組織修正器具に含まれている。例えば、器具１８０が、４つの
先の鋭い刃部１８６及び様々な高さ及び長さを有する２つの平らな刃部１８６’を有して
いる。様々な刃部を、１又はそれ以上の機能を実行するよう構成してもよい。例えば、先
の鋭い刃部１８６は、骨を除去するのに理想的である一方、平らな刃部１８６’は軟組織
を除去するのに、さらに、例えば器具１８０を操作又はガイドをし易くするために骨の表
面に沿って乗るのに最も効果的である。ある実施例では、器具の全ての刃部を、脊柱の黄
色靱帯の切断といった軟組織の最適な切断のために構成する一方、他の実施例では、全て
の刃部を椎骨といった骨の最適な切断のために構成する。他の代替的な実施例が、刃の形
状及び構成の組み合わせを有しており、複数の様々なタイプの切断を与える。刃部の組み
合わせ及び構成のさらなる説明を以下に示す。
【０１５１】
　図４７を参照すると、組織修正器具１９０の代替的な実施例が、長手軸１９１を具えた
細長い本体、硬いシャフト部１９３及び軟らかい部分１９４を有している。軟らかい部分
１９４は、横方向の軸１９５を有しており、その遠位端又はその近くにガイドワイヤカプ
ラ１９８を有している。ある実施例では、複数の刃部１９６，１９６’を、柔軟な部分１
９４の第１の主要面１９２の上に横方向に配置し、２つの刃部１９６，１９６’の各セッ
トが表面１９２に結合された基部１９７から延びている。図示する実施例は、先の鋭い刃
部１９６及び平らな刃部１９６’を有している。図示する実施例では、代替的な実施例に
関連して以下にさらに詳細に示すように、いくつか又は全ての刃部１９６’が、細長い本
体の長手軸１９１に対して角度を成してもよい。角度を成すブレード１９６’は、組織を
修復すべく器具１９０が前後に往復移動する際に、標的組織に沿った器具１９０の横方向
の移動を引き起こしこれをし易くするため、より広範囲又はより完全な組織の修正／除去
を与える。
【０１５２】
　図４８を参照すると、組織修正器具２００の代替的な実施例の柔軟な部分２０４の平面
図を示す。本実施例では、柔軟な部分２０４が長手軸２０２、及び刃部の２０６の複数の
セットを有しており、２つの刃部の各セットが、柔軟な部分２０４の第１の面に結合され
た関連する基部２０７から延びている。刃部２０６のセットを、長手軸２０２に沿って軸
方向に配置し、第１の主要面の上に横方向に配置する。図示する実施例では、それらの側
面がほぼ一列に並ぶように３つの刃部２０６ａが並んでいる一方、２つの刃部２０６ｂが
、各刃部が長手軸２０２に対して角度２０８を形成するような角度を成している。さらに
、このような角度を成す刃部２０６ｂは、軟組織及び／又は骨といった標的組織に沿った
器具２００の横方向の移動又は「操作」をし易くする。様々な実施例では、全ての刃部２
０６が、（刃部２０６ａと同様に）長手軸２０２に対して約０度の角度を成しており、全
ての刃部が（刃部２０６ｂと同様に）角度を成しており、又は器具２００が角度を成す刃
部と角度を成さない刃部との組み合わせを有している。ある実施例では、各刃部の側面が
、柔軟な部分２０４の長手軸に対して約０度と約４５度との間の角度を形成する。前述の
ように、このような刃部２０６は、「ほぼ一列」と称する。より好適な実施例では、各刃
部の側面が、長手軸２０２に対して約０度と約３０度との間の角度を形成する。様々な代
替的な実施例では、柔軟な部分２０４に任意の角度及び位置の組み合わせを有する任意の
数又は組み合わせの刃部を用いてよい。
【０１５３】
　様々な実施例では、刃部を任意の適切な距離及び構成で柔軟な部分２０４の第１の主要
面に沿って分布させる。例えば、２つの刃部２０６の２乃至８のセットといったこれらに
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限定されない任意の数の刃部２０６を様々な実施例で使用する。ある実施例では、刃部２
０６が、柔軟な部分２０４に所望の大きさの柔軟性を与えるよう選択した距離で柔軟な部
分２０４に沿って軸方向に分布している。刃部のセット間のスペースが増えることで、例
えば、柔軟な部分２０４の柔軟性が増える一方で、刃部のセットを長手軸２０２方向に沿
って間隔を詰めて配置すると、柔軟な部分２０４の柔軟性が減る。
【０１５４】
　ここで、図４９Ａを参照すると、組織修正器具２１０の一実施例の柔軟な部分２１４に
おける端面を示しており、複数の刃部２１６が一方の側に結合されている。本実施例では
、２の刃部２１６から成る各セットが基部２１５から延びており、各基部２１５が柔軟な
部分２１４に結合している。本図に示すように、ある実施例では、刃部２１６のいくつか
又は全てを柔軟な部分２１４に沿って互いに横方向にオフセットする。器具２１０の刃部
２１６は、刃部が取り付けられる柔軟な部分２１４に対して略垂直であり、また刃部２１
６は柔軟な部分２１４の長手軸に対して約０度の角度で並んでいる。器具２１０では、刃
部が柔軟な本体２１４に対して約９０度の角度を形成し、柔軟な本体２１４の長手軸に対
して約０度の角度を形成する。
【０１５５】
　図４９Ｂは、組織修正器具２２０の代替的な実施例の図４９Ａと同様に端面を示してお
り、狭い間隔で並んだ刃部２２６の列が、鮫の歯が鮫の口の中で列を成して並ぶのと似た
方法で、柔軟な部分２２４に一緒に取り付けられている。本実施例では、６の刃部２２６
のセット（一方の側について３）が１の基部２２５から延びており、各基部２２５が柔軟
な部分２２４に結合している。
【０１５６】
　図４９Ｃは、柔軟な部分２３４の長手軸に対して角度を成して並んだ４つの平らな刃部
２３６を具えた組織修正器具２３０の代替的な実施例を示す。本実施例では、２つの刃部
２３６の各セットが関連する基部２３５から延びている。
【０１５７】
　図４９Ｄは、柔軟な部分２４４の第１の主要面に対して約９０度の角度２４８を成す２
つの刃部２４６及び第１の主要面に対してより鋭い角度２４８’を形成する２つの刃部２
４６’を有する組織修正器具２４０の別の代替的な実施例を示す。様々な実施例では、各
刃部の側面が柔軟な部分に対して約９０度と約４５度との間、より好適には、約９０と約
６０度の間の角度を形成する。これらの角度２４８，２４８’は、「傾き」と称され、所
定の実施例では、全ての刃部が傾いており（すなわち、全てが面に対して９０度よりも小
さい角度を形成する）、又は全ての刃部が傾いておらず（すなわち、全てが面に対して９
０度の角度を形成する）、又は図４９Ｄに示すように、いくつかの刃部が傾いており他の
刃部が傾いていない。
【０１５８】
　ここで、図５０を参照すると、上記のように、ある実施例では、組織修正器具２５０が
複数の刃部２５６を具えた柔軟な部分２５４を有しており、そのいくつかが互いに横方向
にオフセットしており、残りが互いに同じ線に沿って位置している。例えば、器具２５０
は複数の刃部２５６を有しており、全てが柔軟な部分２５４の長手軸２５２に対して約０
度で並んでいる。刃部２５６ａ及び２５６ｄは、刃部２５６ｂ及び２５６ｃと同じように
互いに同じ線に沿って位置している。明らかに、刃部２５６ａ及び２５６ｄは、刃部２５
６ｂ及び２５６ｃに対してオフセットしている。刃部２５６ｅ及び２５６ｆは、互いに同
じ線に沿って位置しており、柔軟な部分２５４の両端部に密接して置かれている。様々な
実施例では、器具２５０に沿った刃部２５６の横方向の配置の組み合わせを使用する。互
いにオフセットしている刃部２５６が、例えば軟組織を切断又は細かく切り易くする。
【０１５９】
　ある実施例では、刃部２５６が、刃部２５６の間の切断組織の収集を容易に又は促進す
るよう成形及び／又は軸方向に置かれている。（「軸方向に置かれる」とは、長手軸２５
２に沿って長手方向に間隔をあけることを意味する。）また、ある実施例では、刃部２５
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６の軸方向の間隔が、柔軟な部分２５４に所望の柔軟性を与えるよう最適化される。
【０１６０】
　ここで、図５１Ａ－５１Ｅを参照すると、組織修正部材２６０を用いて組織を除去する
ための一実施例に係る方法を示す。図５１Ａは、椎間孔ＩＦの端面の概略図であり、椎骨
、黄色靱帯ＬＦ及び神経根Ｎを示しており、器具２６０が神経根Ｎと黄色靱帯ＬＦとの間
の椎間孔ＩＦを通過している。器具２６０は、器具２６０の長手軸に対して約０度の角度
を成す垂直方向に向いたいくつかの刃部２６２を有している一方、他の刃部２６２’が長
手軸に対して角度を成している。
【０１６１】
　図５１Ｂでは、器具２６０が上方に引かれて（先端が中空の矢印）、少なくとも１の刃
部２６２，２６２’が椎骨に接触するように、刃部２６２，２６２’を黄色靱帯ＬＦの中
に押し付ける。ある実施例では、刃部２６２，２６２’のうちのいくつか又は全てが、平
均的な黄色靱帯ＬＦの厚さとほぼ等しいか又はそれよりも大きい高さを有している。
【０１６２】
　図５１Ｃを参照すると、器具２６０がその長手軸に沿って前後に往復移動すると、椎間
孔ＩＦのある領域の黄色靱帯ＬＦが除去される。器具２６０が往復移動すると、角度を成
す刃部２６２’が、器具２６０を椎間孔ＩＦの中で横方向に操作又は案内する（先端が中
空の矢印）。ある実施例では、例えば、器具をある方向に引くと器具２６０が一方の側に
進み、器具を反対方向に引くと他方の側に進む。
【０１６３】
　図５１Ｄでは、器具２６０が椎間孔ＩＦの反対側の側面に向けて移動して（先端が中空
の矢印）、さらなる黄色靱帯ＬＦ組織を除去する。ある実施例では、器具２６０の刃部２
６２，２６２’のうちのいくつか又は全てが平坦であり、軟組織を切り開くよう器具２６
０が往復移動すると、刃部２６２，２６２’が骨の表面にわたって摺動又は「スケート」
し易くなる。また、このような摺動又はスケートにより、器具２６０が椎間孔ＩＦの中で
左右に移動し易くなる。
【０１６４】
　図５１Ｅでは、多くの黄色靱帯ＬＦが取り除かれ、刃部２６２，２６２’が骨を治療す
るよう所定の位置にある。あるケースでは、医師が器具２６０の使用を続けるよう選択し
て骨を除去する一方、他のケースでは医師は主に又は専ら黄色靱帯ＬＦの組織を除去する
ことを望む可能性がある。様々な実施例では、医師は、器具２６０からの触感フィードバ
ックを使用することによって、器具２６０を外して器具２６０に捕捉された組織を検査す
ることによって、Ｘ線透視法といったＸ線造影によって、１又はそれ以上の定寸プローブ
又は他の器具の使用して椎間孔ＩＦの大きさを測ることによって、又はこれらの方法の組
み合わせによって、所望の量の組織及び／又は骨を除去するときを判断するであろう。
【０１６５】
　所望の量の組織を除去すると、器具２６０を患者から外して手術を完了する。以上のよ
うに、ある実施例では、器具２６０を使用して黄色靱帯ＬＦ組織のみを除去した後、患者
から外して手術を終える。代替的な実施例では、器具２６０（又は異なって構成された器
具）を使用して軟組織及び骨の双方を除去する。さらに別の代替的な実施例では、第１の
器具（例えば、器具２６０）を使用して黄色靱帯ＬＦ組織を除去し、第１の器具を患者か
ら外し、第２の器具を挿入して骨を除去するのに使用する。このように、ある実施例では
、一方の器具が軟組織の除去に最適化されており、他方の器具が骨の除去に最適化された
２つの異なる器具が１つの手術で使用される。
【０１６６】
　ここで、図５２－５５を参照すると、刃部の構造の様々な実施例を示す。例えば、図５
２に示す実施例では、刃部構造２７０が、基部２７４から略垂直に延びる２つの刃部２７
２を有している。ある実施例では、２つの刃部２７２の各セット及び関連する基部２７４
を、１つの材料部品から作製し、各刃部２７２が基部２７４から上方に曲がる。器具２７
４は、溶接、接着剤を介した取り付け及び／又はそれら等といったことによって、組織修
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正器具の一方の側に刃部２７２を取り付けるための面を与える。一実施例では、多くの他
の刃部の形態のうちのいずれかを代替的に使用してもよいが、刃部２７２が斜めの切断エ
ッジ及び鋭い先端部を有する。
【０１６７】
　代替的な実施例では、図５３のように、刃部の構造２８０が、基部２８４から略垂直に
延びる２つの刃部２８２をさらに有している。本実施例では、刃部２８２が斜めのエッジ
及び平坦な斜めの上部を有している。
【０１６８】
　別の代替的な実施例では、図５４のように、刃部構造２９０が、基部２９４に結合され
た任意の数の刃部２９２を有している。本実施例では、１２の刃部２９２が基部２９４に
結合されており、基部２９４がバックアンドフォース（又は「ジグザグ」）構成を有して
いる。
【０１６９】
　別の代替的な実施例では、図５５のように、刃部構造３００が、斜め構造を有する基部
３０４に結合された８（又は他の適切な数の）の平坦な刃部３０２を有している。基部３
０４が組織修正器具の表面に取り付けられると、基部３０４の斜め構造により、刃部３０
２が角度を成し及び／又は横方向にオフセットする。
【０１７０】
　ここで図５６を参照すると、組織修正器具３１０の一実施例が、細長い本体の柔軟な部
分３１２及び各刃部３１４が高さ３１６及び長さ３１９を有するように柔軟な部分３１２
の一方に側に取り付けられた複数の刃部３１４を有しており、２つの刃部３１４間の距離
がピッチ３１８を規定する。上述のように、様々な実施例では、刃部３１４が、鋭い先端
部３１４ａ，３１４ｂ及び平らな上部３１４ｃ，３１４ｄといった任意の数の形状を有し
ている。また、各刃部３１４が、柔軟な部分３１２の第１の面に結合された刃部の第１の
端部とは刃部３１４の第２の片持ちの端部３１４との間の距離として規定される高さ３１
６を有している。ある実施例では、例えば、刃部３１４がそれぞれ約０．５ｍｍから約２
．０ｍｍの範囲の高さを有している。ある実施例では、２又はそれ以上の刃部が互いに異
なる高さを有している。ある実施例では、例えば、１又はそれ以上の刃部３１４のセット
が骨にアクセスするのに最適化された高さを有しており、他の１又はそれ以上の刃部３１
４のセットが軟組織にアクセスするのに最適化された高さを有している。ある実施例では
、短い方の刃部３１４を、柔軟な部分３１２のより近位に配置された高い方の刃部３１４
に対してより遠位に配置する。刃部１３４のこのような配置により、患者のきつい解剖学
的部位の中又はきつい隅部の周りに器具３１０を入れ易くなる。
【０１７１】
　各刃部３１４の長さ３１９を、２つの刃部のエッジ間の距離として規定する。様々な実
施例では、刃部３１４が適切な長さを有しており、同じ実施例で様々な長さの刃部を使用
する。また、刃部３１４が、１の刃部３１４ａのエッジの先頭から隣接する次の刃部３１
４ｂのエッジの先頭までの器具３１０に沿った距離として規定されるピッチ３１８を有し
ている。ある実施例では、例えば、ピッチ３１８が約０．５ｍｍから約４．０ｍｍまでの
範囲にわたる。様々な実施例では、刃部の形状、高さ３１６、長さ３１９及びピッチ３１
８の適切な組み合わせを使用する。
【０１７２】
　ここで図５７を参照すると、別の実施例では、組織修正器具３２０が、柔軟な部分３２
２のすぐ外に複数の刃部３２４を有していることで、柔軟な部分３２２に開口部３２６を
形成する。例えば、刃部３２４を柔軟な部分３２２の外で切断及び曲げる。また、柔軟な
部分３２２は、ガイドワイヤカプラ３２３を有している。本実施例では、柔軟な部分３２
２、刃部３２４及びガイドワイヤカプラ２３２が材料の一部品で形成されている。
【０１７３】
　図５８を参照すると、別の代替的な実施例では、複数の略垂直なほぼ一列の刃部３３４
を、柔軟な部分３３２で複数のフラップを切断し、それらを引っ張って刃部３３４を形成
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する（曲がった先端が中空の矢印）ことによって、組織修正器具の柔軟な部分３３２に形
成する。ある実施例では、柔軟な部分３３２を湾曲にする。
【０１７４】
　ここで、図５９－７６を参照すると、組織修正器具の様々な実施例に含まれる刃部の多
くの様々な実施例を示す。これは全てが含まれたリストを意味するのではなく、その代わ
りに典型例として与えられる。このため、図５９－７６に示されていない他の刃部の形状
及び構成をもまた、組織修正器具の様々な実施例で使用してもよい。
【０１７５】
　以下に図示及び説明する刃部の実施例は、一般に２以上の切断エッジを有しており、一
般に各刃部の各エッジが切断エッジである。しかしながら、様々な代替的な実施例では刃
部が複数のエッジを有しているが、必ずしも全てのエッジが切断エッジである必要がない
。例えば、ある実施例では、刃部が一方の側に切断エッジを反対の側に鈍いエッジを有し
ていることで、一方向の切断刃部として機能する。別の実施例では、刃部がフロントエッ
ジ、バックエッジ及びトップエッジを有しており、フロント及びバックエッジのみが切断
エッジでトップエッジが鈍いエッジであり、例えば骨の表面に沿った刃部の乗り上げをし
易くする。代替的な実施例では、一般に、以下の刃部のいずれかのエッジが切断エッジ又
は非切断エッジとなる。切断エッジは、一般に、斜め、先の鋭い、ギザギザ、鋸歯状等の
多くの様々な構成を有している。また、非切断エッジは、角張った、丸みを帯びた、切り
欠かれた等の多くの様々な構成を有している。
【０１７６】
　図５９－６２は、全て概略三角形である。図５９は、先細の切断エッジを具えた三角形
の先の鋭い刃部３４０を示す。図６０は、真っ直ぐな切断エッジを具えた三角形の先の鋭
い刃部３４６を示す。図６１は、２つの切断エッジに下方に向いた返しを具えた具えた三
角形の先の鋭い刃部３５２を示す。図６２は、鋸歯状の切断エッジを具えた三角形の先の
鋭い刃部３５８を示す。
【０１７７】
　図６３及び図６４は、角張った刃部を示す。図６３は、平らな上部の切断エッジ及び真
っ直ぐな垂直の切断エッジを具えた角張った刃部３６４を示す。図６４は、真っ直ぐな垂
直の切断エッジ及び王冠状（又はギザギザ又は鋸歯状）の上部の水平切断エッジを具えた
角張った刃部３７０を示す。
【０１７８】
　図６５－６７の刃部は、全て凸状の上部切断エッジを有している。図６５では、刃部３
７６が、凸状の上部切断エッジ及び凹状の横方向の切断エッジを有している。図６６では
、刃部３８２が凸状の上部切断エッジ及び真っ直ぐな横方向（又は垂直な）切断エッジを
有している。図６７では、刃部３８８が、凸状の王冠状（又はギザギザ又は鋸歯状）の上
部切断エッジ及び真っ直ぐな横方向の切断エッジを有している。
【０１７９】
　図６８－７０の刃部は全て波形である。図６８の刃部３９４は、波形及び２の滑らかな
切断エッジを有している。図６９の刃部４００は、滑らかな切断エッジ及び鋸歯状（ギザ
ギザ）の切断エッジから成る波形を有する。図７０の刃部４０６は、波形及び２の鋸歯状
の切断エッジを有している。
【０１８０】
　図７１－７３は、全て丸みを帯びた刃部を示す。図７１では、刃部４１２が滑らかな切
断エッジを具えて丸みを帯びている。図７２では、刃部４１８が、切断エッジの一部に沿
って下方に向いた返しを具えて丸みを帯びている。図７３では、刃部４２４が鋸歯状（又
はギザギザ）の切断エッジを具えて丸みを帯びている。
【０１８１】
　図７４－７６の刃部は全て台形状である。図７４では、刃部４３０が台形状及び真っ直
ぐな／滑らかな切断エッジを有している。図７５では、刃部４３６が台形状及び鋸歯状（
又はギザギザ）の切断エッジを有している。図７６では、刃部４４２が、鋸歯状（又はギ
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ザギザ）の上部切断エッジを具えた台形状及び真っ直ぐな横方向の切断エッジを有してい
る。また、上記の実施例は典型例として提供されており、様々な実施例では、組織修正器
具が代替的な刃部の形状及び構成を有している。
【０１８２】
　図７７－８２は、多くの様々な刃部の実施例の断面図であり、一方の端面から視ている
。様々な実施例によれば、刃部が多くの様々な上部切断面を有しており、図７７－８２が
このような表面のいくつかの例を示している。図７７では、例えば、刃部４５０が、ダブ
ルベベル構成を有する上部切断エッジを有している。図７８の刃部４５４は、シングルベ
ベルの上部切断エッジ４５６を有している。図７９では、刃部４５８が上部切断エッジ４
６０で終わる先細状を有している。
【０１８３】
　ある実施例では、刃部が鋭くない又は先の尖っていない上面を有している。このような
上面は、このような刃部が骨表面を摺動又は滑り易くすることで、組織修正器具を操作し
易くなる。例えば、図８０では、刃部４６２が平らな上面４６４を有している。図８１で
は、刃部４６６が丸みを帯びた（又は凸状の）上面４６８を有している。図８２では、刃
部４７０が凹状の上面４７２を有している。さらに、様々な代替的な実施例では、他の適
切な刃部の形状を使用してもよい。
【０１８４】
　ここで、図８３Ａ及び８３Ｂを参照すると、組織修正器具４０２が、柔軟な部分４０６
が軸方向に延びる硬い近位のシャフト部４０４を有している。刃部４０８の形状の複数の
組織修正部材が、上述のように柔軟な部分４０６の第１の面４１０から延びている。第１
の面４１０が靱帯４１２及び骨４１４を具えた標的組織の上で曲がるように、柔軟な部分
４０６を患者の体内に進める。柔軟な部分４０６の第１の面４１０は、凸面４１６の周り
を少なくとも部分的に覆っており、この凸面が内側の方向４１８及び外側の方向４２０を
規定する。このため、柔軟な部分４０６の軸方向の張力４２２により、第１の面４１０が
標的組織４１２，４１４に向けて内側に移動する。
【０１８５】
　さらに、図８３Ａ及び８３Ｂを参照すると、標的組織の面４１６は略円筒状である必要
がなく、多くの場合そうではなく、代わりに多くの場合、より内側に向いた４１８部分、
及びより外側に向いた４２０部分を有する。例えば、柔軟な部分４０６の第１のエッジ４
２４に隣接する面４１６の第１の部分又は領域が、対向するエッジ４２６に隣接する面の
領域及び柔軟な部分と組織面との間の係合部よりも著しく外側４２０にある。柔軟な部分
４０６の軸方向の張力４２２の結果として、このような差により、柔軟な部分がその中心
軸周りに回転する。回転方向を十分制御しない場合に柔軟な部分の往復移動が続くことで
、図８３Ｂに示すように柔軟な部分のエッジ４２６が標的組織の中に横方向に切り込み、
標的組織の制御された３次元的な除去をもたらすのではなく、第１の面４１０に沿った切
断刃によって非標的組織４３０を損傷させる。
【０１８６】
　柔軟な部分４０６の制御されない回転を抑制するために、近位部４０４の硬いシャフト
が、一部には近位ハンドルから患者の中の治療部位にトルク４３２を伝達することによっ
て、柔軟な部分の方向及び位置の双方に対する制御を著しく改善する。シャフトの軸周り
に近位ハンドルを回転させる（又はこれを抑える）ことによって、シャフトの下方及び標
的部位の近くの柔軟な部分にトルクを伝達する。柔軟な部分の回転又は反転を抑えるよう
にトルクを伝達することができ、またトルクを使用して柔軟な部分及び組織修正部材の方
向を意図的に変えることができる。近位ハンドル及び／又は近位部は、対称的な形状又は
組織修正部材の方向を特定して医師が修正及び／又は除去される組織の方向に対して制御
し易くする何らかの非対称的な表示を有している。
【０１８７】
　ここで、図８４Ａ及び８４Ｂを参照すると、遠位の柔軟な部分４０６の位置及び方向を
制御するための硬いシャフトの近位部４０４のさらなる構造及び使用の態様を理解し得る
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。概略的に上述したように、組織修正器具４０２は、概して開口部又は低侵襲的な外科的
な軸部位を通って柔軟な部分４０６に近位ハンドル４４０を伸ばす硬い部分とともに使用
するために配置され、柔軟な部分は多くの場合近位部の軸４４２から遠位に延びる。また
、遠位の柔軟な部分は、患者の体外に延びるガイドワイヤ４４４に結合された遠位端に向
けて標的部位の周りを延びる中心軸を有しており、近位及び遠位ハンドル４４０，４４６
を上方に引っ張ることによって柔軟な部分４０６に張力を加えることができるように、遠
位ハンドル４４６がガイドワイヤに軸方向に取り付け可能である。
【０１８８】
　上述のように、ハンドル４４０を用いて軸周りに硬い部分４０４のシャフトにトルクを
与えることで（矢印４４８で概略的に示す）、標的組織の標的領域に向けて柔軟な部分４
０６の第１の面４１０に沿うよう組織治療部材を向け易くすることができる。さらに、多
くの場合柔軟な部分４０６を中心軸に対して横方向に、すなわち図８４Ｂに示すようにシ
フトさせるのが望ましい。ハンドル４４０を使用して、２つの方法のうちの１又は双方を
用いて柔軟な部分４０６を動かせ易くすることが可能となる。まず、矢印４５２で示すよ
うにハンドル４４０を硬い近位シャフト部４０４の軸４５０に対して横方向に押すことが
できる。ハンドル４４０がシャフトを回転させずにシャフトを横方向に移動させる場合、
硬い部分４０４の端部４５４もまた横方向に移動することで、柔軟な部分４０６を横方向
にシフトさせる。代替的に、ハンドル４４０を使用して有効回動ポイント４５６（矢印４
５８で概略的に示す）の周りに硬い部分４０４を回動させ、同様に硬い部分の端部４５４
が患者の中で横方向に移動する。硬い部分４０４全体の横方向の移動を組み合わせること
が、多くの場合、硬い部分の回動と組み合わさる。回動ポイント４５６は、必ずしも空間
の中の固定位置である必要はなく、組織修正器具４０２の近くの組織が変位し及び／又は
押し付けられるときに多少移動してもよい。
【０１８９】
　上述のように、ガイドワイヤ４４４により、都合良く張力を柔軟な部分４０６の遠位端
４６０に加えることができ、標的組織の伸延、組織修正部材及び柔軟な部分の標的組織に
対する往復移動等を可能にするとともに、任意に標的部位の治療のために柔軟な部分を曲
がったアクセス路に沿ってシフト及び／又は配置させることができる。柔軟な部分４０６
、特に遠位端４６０に近い柔軟な部分の長さの横方向及び回転方向の制御を強化するため
に、第２の硬いシャフト４６２を遠位ハンドル４４６に固定してもよい。第２のシャフト
４６２は、それを通してガイドワイヤ４４４を受容する中央管腔を有している。そして、
第２のシャフト４６２を硬い部分４０４に関して上述のように操作して、柔軟な部分の遠
位端４６０を、硬い部分４０４によって達成されるシフトと連携してシフトさせることが
できる。これにより、上述の回動及び／又は横方向の移動方法を任意に使用して、柔軟な
部分の横方向の移動に対する制御全体を強化する。第２の硬いシャフト４６２は、多くの
場合、標的部位に向けてガイドワイヤ４４に対して遠位に進めるのに適切な外形を有する
遠位端を有しており、（第２のシャフト４６２の挿入端のスロットを回動させて柔軟な部
分の遠位端を受容することによって）遠位端に柔軟な部分及びガイドワイヤの長手軸周り
にトルクを与えることができるように、柔軟な部分４０６の遠位端と係合する。
【０１９０】
　さらに、図５１Ａ－５１Ｅを参照すると、多くの場合、近くの組織修正器具２６０より
も広い標的領域２５９から標的組織を除去するのが望ましい。さらに、様々な角度を成す
標的組織の部分を治療するように、組織修正器具２６０の柔軟な部分によって担持された
組織修正部材を再配向させるのが望ましい。上述のように、近位及び遠位ハンドルを使用
した組織修正器具２６０の張力により、図５１Ｂの刃部２６２，２６２’に引っ掛かった
領域といった標的組織の第１の領域に向けて、組織修正部材を押し込むことが可能となる
。このような組織を除去すると、除去された組織の場所に張力が組織修正器具２６０を保
持し易くなる。任意に、組織修正器具２６０の方向を、硬い部分４０４の回転によって組
織修正器具の柔軟な部分の中心軸の周りに回転させてもよく（図８３Ａ，８４Ａ参照）、
これにより柔軟な部分が横方向に回転することで、担持された組織修正部材が反時計方向
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（図５１Ｃ参照）又は時計方向（図５１Ｄ参照）に回転する。さらに、硬い部分４０４の
横方向の移動及び／又は回動ポイント４５６周りの回動を使用して組織治療器具２６０を
横方向にシフト又は並進させてもよい。
【０１９１】
　柔軟な部分の横方向のシフトは、（例えば）黄色靱帯といった靱帯の標的組織を通って
延びるのに十分な長さを有する組織修正器具又は刃部を含めることによって、及び組織修
正器具又は刃部の少なくともいくつかに下にある骨に貫通しないよう十分大きな先端部を
含めることによって、促進される。これにより、柔軟な基質が強靱な靱帯の上に乗り上げ
て、標的靱帯組織の中への最も外側の刃部の横方向の移動がし易くなる。また、柔軟な部
分の横方向のシフトが、（特に、主要面に沿った）一方の横方向が比較的堅く（主要面が
標的組織に向いた状態で柔軟な部材が標的組織の上で曲がり得るように、主要面に対して
垂直な）他方の横方向がより軟らかい柔軟な基質によって促進される。都合の良いことに
、このような選択的な横方向の柔軟性及び横方向の堅さを、他方の方向（例えば、より小
さい端部の面内での曲げ）へのモーメントよりも非常に大きなある方向（例えば、主要面
の面内での曲げ）へのモーメントを含む断面を有する薄い平らな基板によって、容易に与
えることができる。
【０１９２】
　様々な具体例を上述したが、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲から逸脱するこ
となしに、様々な実施例に多くの変更を行ってもよい。例えば、記載した様々な方法を実
行する順序は、代替的な実施例では、多くの場合変更してもよく、他の代替的な実施例で
は、１又はそれ以上の方法のステップを完全に省略してもよい。様々な器具及びシステム
の実施例の任意の態様が、ある実施例で含まれていて他の実施例で含まれていなくてもよ
い。このように、上記の説明は、主として典型的な例として与えられており、特許請求の
範囲で示される本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
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